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第
一
章

は
じ
め
に

周
知
の
通
り
、「
文
化
大
革
命
」
が
収
束
し
て
以
降
、
中
国
政
府
は
指
導

者
鴆
小
平
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
、「
対
内
改
革
・
対
外
開
放
」
と
い

う
「
改
革
開
放
」
政
策
を
打
ち
出
す
こ
と
を
通
じ
て
、
従
来
の
計
画
経
済
体

制
を
放
棄
し
、「
社
会
主
義
商
品
経
済
」、「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
を
実
施

（
１
）

し
て
き
た
。
国
営
企
業
と
い
う
単
一
経
済
部
門
が
打
ち
倒
さ
れ
つ
つ
あ
る
一

方
で
、
国
有
企
業
や
私
有
企
業
な
ど
の
複
合
経
済
部
門
の
様
式
が
す
で
に
出

現
し
つ
つ
あ
り
、
中
国
は
経
済
の
高
度
発
展
を
遂
行
し
な
が
ら
世
界
経
済
に

大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
て
い
る
。

一
九
七
八
年
一
二
月
二
二
日
、
中
国
共
産
党
第
十
一
回
中
央
委
員
会
第
三

次
総
会
（
第
十
一
回
三
中
全
会
）
で
は
、
中
国
共
産
党
の
活
動
の
重
点
を
社

会
主
義
的
現
代
化
の
建
設
に
移
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
従
来
の
政
治
中
心
の
運
動
方
針
を
経
済
中
心
の
そ
れ
に
切

り
替
え
る
と
い
う
こ
と
、
中
国
共
産
党
に
と
っ
て
も
、
中
国
に
と
っ
て
も
、

非
常
に
重
大
な
方
針
転
換
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
社
会
主
義
中
国
は
中
国

共
産
党
の
指
導
下
で
、
経
済
の
発
展
、
国
力
の
増
強
と
人
民
生
活
水
準
の
向

上
を
目
指
し
、「
対
内
改
革
」
と
「
対
外
開
放
」
の
二
つ
を
行
っ
て
き
た
。

ま
ず
「
対
内
改
革
」
は
主
に
国
営
（
国
有
）
企
業
を
対
象
と
す
る
改
革
で
あ

り
、
企
業
へ
の
経
営
自
主
権
の
部
分
的
譲
渡
や
、「
両
権
分
離
・
政
企
分

（
２
）

開
」、
企
業
の
「
株
式
化
」、「
現
代
企
業
制
度
」
の
実
施
な
ど
、
様
々
な
改
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革
政
策
か
ら
な
る
。
他
方
、「
対
外
開
放
」
と
は
主
に
適
切
な
経
営
環
境
と

優
遇
政
策
を
提
供
し
て
外
資
を
呼
び
込
む
こ
と
を
中
心
内
容
と
し
、
外
国
と

の
交
流
や
、
国
際
貿
易
、
外
国
へ
の
進
出
な
ど
で
あ
る
。

「
改
革
開
放
」
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
か
ら
約
三
〇
年
経
っ
た
現
在
、
中

国
は
「
中
国
的
特
徴
の
あ
る
社
会
主
義
市
場
経
済
」
の
大
旗
を
揚
げ
、
経
済

の
高
度
成
長
と
、
大
き
な
社
会
的
変
化
が
生
起
し
、
従
来
の
計
画
経
済
期
の

中
国
の
姿
が
消
え
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
大
き
な
変
化
に
伴
っ
て
、
現

代
中
国
に
は
労
働
市
場
問
題
、
失
業
問
題
、
貧
富
の
差
の
問
題
、
農
村
・
農

民
問
題
、
労
使
関
係
問
題
な
ど
、
様
々
な
社
会
問
題
が
生
じ
て
お
り
、
政
治

安
定
、
経
済
発
展
と
国
民
生
活
の
安
定
と
改
善
に
深
刻
な
マ
イ
ナ
ス
の
影
響

を
与
え
て
い
る
。
中
国
の
「
対
内
改
革
」、
特
に
国
有
企
業
改
革
の
実
状
は

一
体
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
上
で
触
れ
た
様
々
な
問
題
を

解
決
す
る
に
は
国
有
企
業
改
革
の
実
態
解
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
本
研
究

（
３
）

で
は
中
国
の
大
手
国
有
企
業
の
省
級
支
社
Ｚ
社
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
国
有

企
業
に
の
企
業
経
営
、
賃
金
制
度
及
び
労
使
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
中
国
国

有
企
業
改
革
の
真
の
姿
を
探
り
た
い
。

第
二
章

Ｚ
社
概
況
と
経
営
管
理

２
―
１

企
業
概
況

Ｚ
社
は
中
国
の
国
有
企
業
Ｓ
社
の
下
に
あ
る
Ｋ
株
式
会
社
の
省
レ
ベ
ル
の

支
社
で
あ
る
。
Ｓ
社
は
石
油
関
係
の
企
業
で
あ
り
、
新
中
国
が
建
国
し
た

後
、
す
ぐ
に
成
立
し
た
最
も
大
き
い
国
有
企
業
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
末

ま
で
、
Ｓ
社
は
中
国
石
油
工
業
部
に
管
轄
さ
れ
、
国
家
の
計
画
経
済
の
枠
内

で
生
産
を
行
い
、
成
長
し
て
き
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
国
有
企
業
改

革
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
石
油
工
業
部
は
解
体
し
、
昔
の
石
油
工
業
部
に
属

し
て
い
た
油
田
管
理
局
・
製
油
所
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
企
業
法
人
に
な

り
、
一
九
九
八
年
七
月
、
Ｓ
社
も
正
式
に
独
立
集
団
企
業
に
な
っ
た
。
当

時
、
中
国
の
石
油
産
業
に
は
三
つ
の
大
手
企
業
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
の

北
方
、
南
方
と
海
洋
に
位
置
し
、
Ｓ
集
団
会
社
は
主
に
中
国
北
方
で
事
業
を

展
開
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
Ｓ
集
団
会
社
の
内
部
に
Ｋ
株
式
会
社
が
設
立
さ

れ
、
香
港
と
ア
メ
リ
カ
で
上
場
し
た
。

一
九
九
九
年
一
月
二
六
日
、
中
国
南
方
の
大
き
な
市
場
を
開
拓
す
る
た
め

に
、
Ｚ
社
は
中
国
で
最
も
経
済
的
に
豊
か
な
Ｍ
省
の
Ｎ
市
保
税
区
に
設
立
さ

れ
、
主
な
業
務
は
ガ
ソ
リ
ン
や
デ
ィ
ー
ゼ
ル
油
の
卸
売
り
・
小
売
を
行
い
、

市
と
そ
の
下
の
各
レ
ベ
ル
の
販
売
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
二
〇
〇
五
年
二
月
、
業
務
拡
大
を
狙
っ
て
、
Ｚ
社
は
本
部
を
Ｎ
市
か
ら

Ｍ
省
の
省
会
都
市
で
あ
る
Ｈ
市
に
移
し
た
。

二
〇
〇
五
年
末
の
時
点
で
、
Ｚ
社
は
市
レ
ベ
ル
の
子
会
社
を
七
つ
、
関
連

会
社
を
六
九
社
保
有
し
、
主
に
Ｍ
省
の
Ｈ
市
や
、
Ｎ
市
な
ど
の
大
都
市
で
事

業
展
開
を
行
う
。
各
地
で
油
庫
を
一
〇
個
建
設
し
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を

三
三
二
個
設
置
し
た
。
全
社
の
労
働
者
（
市
と
そ
の
下
の
レ
ベ
ル
の
子
会
社

も
含
む
）
二
、
五
八
九
人
の
う
ち
、
大
卒
の
人
数
は
一
四
〇
人
、
専
門
技
術

者
は
五
七
三
人
で
あ
る
。
近
年
、
徐
々
に
経
営
が
安
定
し
て
き
た
Ｚ
社
は
ほ

ぼ
毎
年
大
き
な
業
績
を
上
げ
、
二
〇
〇
四
年
の
販
売
量
は
二
三
二
万
ト
ン
、

利
潤
額
は
二
・
九
八
億
元
で
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
の
販
売
量
は
二
二
〇
万
ト

ン
、
利
潤
額
は
二
・
一
一
億
元
で
あ
っ
た
。
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図
２
―
１
は
Ｓ
集
団
会
社
の
企
業
集
団
組
織
系
統
の
イ
メ
ー
ジ
図
で
あ

り
、
Ｚ
社
は
Ｋ
株
式
会
社
の
販
売
会
社
Ｐ
社
に
属
し
、
地
域
販
売
会
社
で
あ

る
華
東
会
社
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
下
に
あ
る
市
レ
ベ
ル
の
販
売
会

社
に
対
し
て
指
導
や
監
督
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

２
―
２

経
営
管
理

Ｚ
社
の
組
織
構
成
を
見
る
と
、
Ｚ
社
に
は
全
部
で
一
一
の
部
門
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
は
経
理
・
党
委
事
務
室
、
儲
運
安
全
部
、
企
業
管
理
部
、
工
程
建

設
管
理
部
、
営
業
部
、
配
送
セ
ン
タ
ー
、
人
的
資
源
部
、
財
務
資
産
部
、
加

（
４
）

油
站
管
理
部
、
市
場
開
発
部
と
審
計
監
察
部
で
あ
る
。
そ
し
て
、
党
の
組
織

か
ら
見
る
と
、
Ｚ
社
は
共
産
党
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
下
に
は

組
織
委
員
会
、
紀
律
検
査
委
員
会
、
工
会
と
共
青
団
委
員
会
が
置
か
れ
て
い

る
。
各
部
門
の
業
務
内
容
は
表
２
―
１
の
通
り
で
あ
る
。

職
位
を
見
る
と
、
Ｚ
社
に
は
総
経
理
一
名
、
党
委
書
記
一
名
、
副
経
理
三

名
（
そ
れ
ぞ
れ
営
業
、
計
画
と
投
資
建
設
を
管
理
す
る
）、
総
会
計
師
一

名
、
安
全
総
監
一
名
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
経
理
助
理
、
部
門
主

し
ゅ
ば
ん

じ
ょ
り
し
ゅ
ば
ん

任
、
部
門
副
主
任
、
主
管
、
主
�
、
助
理
主
�
が
若
干
名
存
在
す
る
。
職
位

の
序
列
は
図
２
―
２
の
通
り
で
あ
る
。
Ｚ
社
は
省
レ
ベ
ル
の
支
社
で
あ
る
た

め
、
市
レ
ベ
ル
の
子
会
社
と
同
様
の
職
位
で
あ
っ
て
も
、
省
は
市
よ
り
地
位

的
に
レ
ベ
ル
が
高
い
の
で
、
Ｚ
社
の
ほ
う
は
等
級
が
高
く
な
る
。
図
２
―
２

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
市
レ
ベ
ル
の
子
会
社
の
経
理
は
Ｚ
社
の
部
門
主
任
と

同
じ
等
級
で
あ
り
、
市
レ
ベ
ル
の
子
会
社
の
主
管
経
理
は
Ｚ
社
の
部
門
副
主

任
と
同
じ
等
級
で
あ
る
。
Ｚ
社
と
市
レ
ベ
ル
の
子
会
社
の
「
部
門
副
主
任
」

図 2−1 S集団会社の企業集団組織系統のイメージ図

注：筆者が聞き取り調査によって作成

―４５―
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図 2−2 Z 社とその子会社における各職位の序列図

注：筆者が聞き取り調査によって作成

表 2−1 Z 社の諸部門の業務内容

業 務 内 容

会社の発展方向に関する重大な政策・方針の伝達・決定

商品の貯蓄・運輸の安全のコントロール

法律関係、株式管理、業績考課、制度の制定、企業内コントロール

建設設計、工事管理、設備購入など

商品の卸売り・小売、市場開発、顧客との取引関係の維持など

商品の配送、請負業者管理

労働力配置、教育訓練、賃金管理、福祉厚生、党組織建設

財務管理、会計決算、財務諸表、予算管理、税金管理

ガソリンスタンド管理、品質管理、安全管理

市場開発、新しい事業の開設

企業内審査、紀律監察、財務審査など

党員の教育・指導、組織建設、共産党へ加入の支援

党員の紀律の検査・監督

従業員の福利を求め、利益を守り、体育・娯楽活動を組織すること

共青団員を組織・教育・指導、体育・娯楽活動を組織すること

注：筆者が聞き取り調査によって作成

部 門

経理・党委事務室

儲運安全部

企業管理部

工程建設管理部

営業部

配送センター

人的資源部

財務資産部

加油站管理部

市場開発部

審計監察部

組織委員会

紀律検査委員会

工会

共青団委員会

企
業
党
委

現
代
中
国
国
有
企
業
の
雇
用
管
理
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以
下
の
「
主
管
」、「
主
�
」
及
び
「
助
理
主
�
」
の
間
は
、
処
遇
面
だ
け
の

等
級
区
分
で
、
職
務
権
限
上
で
見
る
と
、
同
等
で
あ
る
。
そ
の
処
遇
の
差
に

つ
い
て
、
小
論
の
第
三
章
で
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。
そ
し
て
、
市
レ
ベ
ル
の

子
会
社
に
は
「
総
会
計
師
」、「
副
経
理
」、「
安
全
総
監
」、「
助
理
経
理
」
と

「
主
管
」
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て
欲
し
い
。

以
上
、
Ｚ
社
の
組
織
を
大
ま
か
に
見
た
上
で
、
次
に
、
Ｚ
社
の
企
業
経
営

に
お
け
る
「
従
業
員
の
雇
用
・
教
育
訓
練
と
解
雇
」、「
社
内
管
理
職
位
競
聘

上
崗
制
度
」、「
仕
事
（
ノ
ル
マ
）
管
理
制
度
」
及
び
「
各
種
会
議
」
を
見
て

み
よ
う
。
賃
金
制
度
と
労
使
関
係
に
つ
い
て
は
第
三
章
、
第
四
章
で
そ
れ
ぞ

れ
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

【
従
業
員
の
雇
用
・
教
育
訓
練
と
解
雇
】

従
業
員
の
雇
用
、
教
育
訓
練
と
解
雇
に
つ
い
て
は
、
Ｚ
社
の
人
的
資
源
部

の
担
当
業
務
で
あ
る
。
ま
ず
、
従
業
員
の
雇
用
に
つ
い
て
、
Ｚ
社
の
人
的
資

源
部
は
主
に
二
種
類
の
雇
用
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
一
つ
は
Ｚ
社
の
本
社
に

入
る
従
業
員
の
雇
用
で
あ
り
、
前
述
し
た
各
部
門
に
ポ
ス
ト
が
空
い
て
く
る

と
、
こ
の
よ
う
な
雇
用
が
行
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
Ｚ
社
の
子
会
社
に
入
社

す
る
従
業
員
、
主
に
子
会
社
の
重
要
管
理
職
や
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
責
任

（
５
）

者
な
ど
の
雇
用
で
あ
る
。

中
国
大
学
生
の
卒
業
シ
ー
ズ
ン
は
、
日
本
と
違
っ
て
、
六
月
か
ら
八
月
ま

で
で
あ
る
。
Ｚ
社
は
ほ
と
ん
ど
の
企
業
と
同
様
に
、
新
卒
雇
用
は
春
節
の
後

に
既
に
始
ま
り
、
各
大
学
で
説
明
会
を
開
催
し
、
各
地
の
人
材
交
流
会
の
会

場
で
必
要
な
専
門
と
ポ
ス
ト
（
例
え
ば
「
会
計
員
」
や
「
営
業
部
長
」
な

ど
）
を
明
記
し
て
新
卒
の
人
材
や
転
職
す
る
人
材
を
募
集
す
る
。
人
材
募
集

に
は
書
類
選
考
を
も
ち
ろ
ん
、
筆
記
試
験
や
何
回
の
面
接
も
行
っ
て
、
合
格

で
き
た
希
望
者
は
採
用
さ
れ
る
。

新
入
社
員
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
、

「
新
人
さ
ん
が
入
社
し
て
か
ら
、
子
会
社
の
重
要
管
理
職
や
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
の
責
任
者
も
含
め
て
、
弊
社
（
Ｚ
社
の
人
的
資
源
管
理
部

―
筆
者
注
）
で
教
育
訓
練
を
行
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
に
配
属
さ

れ
る
の
で
、
配
属
さ
れ
る
前
に
そ
の
ポ
ス
ト
に
必
要
な
知
識
や
技
能
を

身
に
付
け
て
欲
し
い
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
入
社
す
る
前
に
彼
ら
は
あ

る
程
度
の
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を
持
っ
て
い
ま
す
け
ど
。
最
終
的
に

は
、
審
査
を
受
け
て
、
合
格
で
き
た
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ス
ト
や
子
会
社

に
配
属
さ
れ
ま
す
。
…
…
子
会
社
の
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
ポ
ス
ト
や

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
現
場
労
働
者
な
ど
の
雇
用
と
教
育
訓
練
は
、
今

の
時
点
で
は
子
会
社
に
任
し
て
い
て
、
私
た
ち
は
干
渉
し
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
現
状
を
維
持
し
て
い
く
と
や
っ
ぱ
り
ま
ず
い
と
、
私
た

ち
は
考
え
始
め
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
別
々
で
や
る
と
、
教
育
訓
練
の
結

果
は
様
々
で
す
か
ら
ね
。
要
求
の
厳
し
い
と
こ
ろ
は
教
育
訓
練
の
結
果

の
レ
ベ
ル
が
高
い
で
す
が
、
厳
し
く
な
い
と
こ
ろ
は
全
然
ダ
メ
で
す

ね
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
最
近
、
雇
用
は
そ
の
ま
ま
で
い
い
か
ら
、

採
用
し
た
従
業
員
を
こ
の
本
社
に
集
め
て
統
一
の
教
育
訓
練
を
行
う
と

（
６
）

い
う
改
革
を
考
え
て
い
ま
す
。」

話
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
人
的
資
源
部
は
従
業
員
の
技

―４７―
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能
水
準
を
統
一
す
る
た
め
に
、
教
育
訓
練
の
新
た
な
改
革
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
Ｚ
社
の
教
育
訓
練
に
は
こ
れ
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

「
昔
か
ら
、
私
た
ち
は
新
入
社
員
の
教
育
訓
練
を
重
視
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
私
た
ち
だ
け
で
な
く
、
皆
そ
う
で
し
た
。
入
社
し
た
社
員

に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
教
育
訓
練
ル
ー
ト
を
経
験
さ
せ
る
の
か
、
ど

の
よ
う
な
内
容
の
教
育
訓
練
を
与
え
る
の
か
、
最
終
的
に
ど
れ
ぐ
ら
い

の
レ
ベ
ル
に
達
し
た
ら
い
い
の
か
に
つ
い
て
も
、
全
く
規
定
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
弊
社
は
歴
史
の
長
い
国
有
企
業
で
も
あ
り
ま
す
が
、
新

た
に
で
き
た
会
社
で
も
あ
り
ま
す
。
昔
は
こ
の
よ
う
な
規
定
が
な
か
っ

た
の
で
、
今
さ
ら
作
れ
と
言
わ
れ
る
と
、
結
構
大
変
で
す
よ
。
私
は
今

の
仕
事
に
対
す
る
感
想
を
言
う
と
、
模
索
し
て
い
る
感
じ
で
す
。
例
え

ば
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
責
任
者
の
教
育
訓
練
で
言
う
と
、
彼
ら
は
ガ

ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
の
最
高
責
任
者
で
す
の
で
、
各
方
面
の
知
識
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
彼
ら
は
新
入
社
員
と
し
て
入
っ
て
き
て
、
私
た
ち
は

ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
ど
ん
な
内
容
を
教
え
て
い
た
ら
い
い
か
に
つ

い
て
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
こ
れ
で
い
い
か
ど
う
か
よ
く
分
か

（
７
）

り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。」

こ
の
話
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
Ｚ
社
は
新
し
く
で
き
た
会
社
で
あ
る
た

め
、
会
社
に
相
応
し
い
教
育
訓
練
の
プ
ロ
セ
ス
や
内
容
な
ど
が
ま
だ
形
に
な

っ
て
い
な
い
。
一
九
七
八
年
「
改
革
開
放
」
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
以
来
、

国
有
企
業
改
革
が
進
め
ら
れ
、
元
々
政
府
の
手
に
握
ら
れ
た
経
営
管
理
権
は

（
８
）

徐
々
に
企
業
に
「
下
放
」
さ
れ
た
が
、
企
業
内
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
統
一
的
な
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｚ
社
の
場
合
、
Ｓ
集
団
会
社

は
歴
史
が
長
い
の
で
、
教
育
訓
練
制
度
は
あ
る
程
度
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、

Ｚ
社
は
南
方
市
場
で
新
し
く
設
立
し
た
会
社
で
あ
り
、
市
場
特
徴
や
労
働
者

の
特
徴
な
ど
も
北
方
と
の
間
に
か
な
り
の
違
い
が
存
在
す
る
た
め
、
企
業
内

の
教
育
訓
練
制
度
を
従
来
ど
お
り
実
施
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ

れ
故
、
Ｚ
社
の
経
営
者
は
様
々
な
面
で
「
模
索
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

「
Ｍ
省
は
経
済
発
展
し
て
い
る
の
で
、
働
く
チ
ャ
ン
ス
も
比
較
的
に

多
い
で
す
。
し
か
し
、
弊
社
の
賃
金
水
準
は
他
社
に
比
べ
る
と
優
位
で

は
な
い
の
で
、
労
働
者
の
離
職
率
は
非
常
に
大
き
い
で
す
。
そ
し
て
労

働
者
の
考
え
方
も
、
南
方
と
北
方
で
違
い
ま
す
。
北
方
の
労
働
者
は
満

足
し
や
す
い
で
す
ね
。
市
場
経
済
の
意
識
を
あ
ま
り
持
っ
て
い
な
く

て
、
仕
事
さ
え
あ
れ
ば
、
生
活
が
安
定
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で

す
。
し
か
し
、
Ｍ
省
の
労
働
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
ら
の
欲
望
が
大

き
く
て
、
な
か
な
か
満
足
し
ま
せ
ん
。
仕
事
条
件
や
待
遇
が
良
い
と
こ

ろ
に
入
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
そ
っ
ち
に
転
職
し
て
し
ま
い

ま
す
。
二
〇
〇
五
年
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
一
年
間
、
入
社
し
た
労
働

者
数
は
一
、
〇
八
〇
で
し
た
が
、
五
五
〇
人
の
労
働
者
は
会
社
か
ら
去

り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
教
育
訓
練
し
た
労
働
者
は
さ
っ
と
転
職
し
て

し
ま
う
と
、
私
た
ち
は
ま
た
新
し
い
労
働
者
を
雇
っ
て
教
育
訓
練
を
行

（
９
）

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」

二
〇
〇
七
年
一
月
、
筆
者
は
も
う
一
度
Ｚ
社
に
行
っ
て
教
育
訓
練
に
つ
い

て
の
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
去
年
の
夏
に
計
画
さ
れ
て
い
た
教
育
訓
練
改
革

は
既
に
遂
行
さ
れ
、
現
在
、
入
社
し
た
労
働
者
は
ま
ず
Ｚ
社
で
集
中
的
に
教

現
代
中
国
国
有
企
業
の
雇
用
管
理
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育
訓
練
を
受
け
、
試
験
で
合
格
で
き
た
後
に
各
職
場
へ
配
置
さ
れ
て
い
る
。

Ｚ
社
で
集
中
し
て
教
育
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
訓
練
の
レ
ベ
ル

を
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
教
育

訓
練
の
コ
ス
ト
が
高
ま
る
こ
と
や
、
教
育
訓
練
の
効
率
性
な
ど
の
点
で
、
新

た
な
課
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

従
業
員
の
解
雇
に
つ
い
て
、
国
有
企
業
で
は
一
般
的
に
、
労
働
者
を
解
雇

す
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
く
、
Ｚ
社
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

「
昔
の
解
雇
制
度
に
は
、
処
分
に
い
く
つ
か
の
段
階
が
設
け
ら
れ
て

（
�
）

（
�
）

（
�
）

（
�
）

い
ま
し
た
ね
。
警
告
、
記
過
、
記
大
過
、
留
籍
査
看
、
最
後
に
は
開
除

で
す
。
お
そ
ら
く
今
あ
る
行
政
機
関
に
も
、
ま
だ
こ
の
よ
う
な
制
度
が

残
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
弊
社
は
新
し
く
設
立
し
た
企
業
な
の
で
、
も

と
も
と
そ
の
よ
う
な
制
度
が
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
在
、
弊
社
の

解
雇
制
度
は
と
て
も
簡
単
で
す
。
販
売
業
務
が
主
な
業
務
で
す
の
で
、

お
金
と
直
接
に
接
し
て
お
り
ま
す
。
仕
事
上
の
ミ
ス
や
規
則
違
反
な

ど
、
例
え
ば
遅
刻
や
無
断
欠
勤
な
ど
、
問
題
が
よ
ほ
ど
悪
質
で
な
い
限

り
、
解
雇
に
至
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
金
銭
上
の
問
題
が
起
こ
る

と
、
そ
の
加
害
者
は
会
社
に
と
っ
て
危
険
な
存
在
に
な
り
ま
す
の
で
、

処
理
は
甘
く
な
い
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
と
て
も
少

な
く
、
今
ま
で
一
人
か
二
人
ぐ
ら
い
し
か
い
な
い
で
す
ね
、『
開
除
』

（
�
）

さ
れ
た
方
は
。」

し
か
し
、「
開
除
」
に
ま
で
は
至
ら
な
い
が
、
相
当
大
き
な
ミ
ス
や
過
失

を
起
し
た
場
合
、
或
い
は
仕
事
が
で
き
て
い
な
い
場
合
は
、
会
社
側
は
ど
の

よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
聞
き
取
り
の
結
果
、
Ｚ
社
で
は
「
辞

退
（
労
働
契
約
の
解
除
）」
と
い
う
方
法
で
人
員
調
整
を
行
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

「
例
え
ば
Ａ
君
は
人
格
的
に
は
非
常
に
い
い
人
で
す
が
、
仕
事
の
遂

行
能
力
が
足
り
な
い
。
一
日
に
表
１０
枚
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で

も
、
彼
は
一
生
懸
命
頑
張
っ
た
と
し
て
も
一
枚
し
か
作
れ
な
い
。
こ
の

場
合
、『
開
除
』
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、『
辞
退
』
と
い
う
方
法

な
ら
使
え
ま
す
。『
開
除
』
は
中
国
の
人
事
管
理
で
い
う
と
、
処
理
・

処
分
の
意
味
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。『
辞
退
』
は
そ
れ
と
は
違
っ
て
、

互
い
の
同
意
を
得
た
上
で
労
働
契
約
を
解
除
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。

『
開
除
』
は
彼
に
と
っ
て
人
生
の
汚
点
に
な
り
ま
す
が
、『
辞
退
』
は
何

の
悪
い
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
『
開
除
』
は
や
っ
ぱ
り
そ

の
原
因
を
人
事
フ
ァ
イ
ル
に
書
か
な
い
と
ダ
メ
で
す
ね
。
例
え
ば
、
金

銭
上
の
問
題
を
起
し
て
、
弊
社
の
規
定
を
違
反
し
、
悪
い
影
響
を
も
た

ら
し
た
の
で
、『
開
除
』
す
る
と
。『
辞
退
』
の
場
合
、
原
因
を
書
か
な

く
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
彼
の
キ
ャ
リ
ア
に
悪
い
影

（
�
）

響
を
及
ぼ
し
た
く
な
い
で
す
か
ら
ね
。」

【
社
内
管
理
職
位
競
聘
上
崗
制
度
】

（
�
）

Ｚ
社
で
は
、
管
理
職
の
職
位
に
対
し
て
「
社
内
管
理
職
位
競
聘
上
崗
制

度
」
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。「
社
内
管
理
職
位
競
聘
上
崗
制
度
」
と
は
、
社

内
の
各
管
理
職
位
に
就
く
に
は
必
ず
応
募
申
請
を
出
し
て
審
査
を
受
け
、
多

く
の
応
募
者
に
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
す
。
原
則
と
し
て
、
こ

―４９―
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（
�
）

こ
の
管
理
職
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
「
加
油
工
」
や
、
運
輸
部
門
の
ド
ラ

イ
バ
ー
な
ど
以
外
の
職
位
を
指
す
。
し
か
し
、
実
際
に
調
査
し
て
み
る
と
、

「
社
内
管
理
職
位
競
聘
上
崗
制
度
」
に
対
応
さ
れ
る
職
位
は
Ｚ
社
の
各
部
門

の
主
任
、
副
主
任
、
子
会
社
の
経
理
、
副
経
理
及
び
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の

最
高
責
任
者
し
か
な
か
っ
た
。「
一
般
に
、
各
職
位
の
任
期
は
三
年
間
と
な

り
、
任
期
切
れ
、
人
事
異
動
又
は
ポ
ス
ト
空
い
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
職
位

（
�
）

に
就
き
た
い
方
は
『
競
聘
』
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。「

会
社
の
ど
の
職
位
で
も
空
が
出
る
と
、
私
た
ち
人
的
資
源
部
は
そ

の
穴
を
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
。
募
集
要
項
に
職
位
名
称
、

勤
務
内
容
、
そ
し
て
応
募
条
件
、
待
遇
な
ど
を
明
記
し
て
全
社
に
配
布

し
ま
す
。
応
募
し
た
い
方
は
用
紙
を
記
入
し
て
人
的
資
源
部
に
提
出
す

る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
条
件
に
合
う
方
だ
け
が

試
験
と
面
接
の
対
象
者
に
な
り
ま
す
。
面
接
は
、『
Ｚ
社
管
理
人
員
崗

位
聘
任
面
試
記
録
表
』
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、『
専
業
能
力
（
専
門
知

識
）』、『
言
談
・
反
応
（
話
し
方
や
反
応
の
速
さ
な
ど
）』、『
工
作
能
力

（
業
績
）』、『
工
作
態
度
（
努
力
・
態
度
・
人
格
）』
及
び
『
団
隊
精
神

（
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
精
神
）』、
こ
の
五
つ
の
項
目
が
審
査
さ
れ
ま
す
。
面

接
官
は
主
に
会
社
の
党
委
書
記
、
会
社
総
経
理
又
は
副
経
理
、
人
的
資

源
部
主
任
、
該
当
部
門
の
主
任
、
子
会
社
の
経
理
で
す
。
該
当
部
門
の

主
任
と
は
、
例
え
ば
財
務
資
産
部
の
あ
る
職
位
に
応
募
す
る
と
、
財
務

資
産
部
の
主
任
が
面
接
官
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
各

項
目
を
１０
点
満
点
と
す
る
と
、
五
つ
の
項
目
で
５０
点
満
点
と
な
り
ま

す
。
面
接
官
各
人
は
応
募
者
一
人
一
人
に
対
し
て
５０
点
満
点
の
範
囲
で

点
数
を
つ
け
ま
す
。
そ
し
て
五
人
の
点
数
は
さ
ら
に
変
換
さ
れ
て
『
Ｚ

社
管
理
人
員
聘
任
記
録
表
』
に
記
入
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
党
委
書
記
が

つ
け
た
点
数
が
５０
点
と
す
る
と
１０
点
に
変
換
さ
れ
ま
す
。
４０
点
の
場

合
、
八
点
と
な
り
ま
す
ね
。
つ
ま
り
、
五
名
の
面
接
者
が
つ
け
た
点
数

は
変
換
さ
れ
る
結
果
、
満
点
は
ま
た
５０
点
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
評
価

項
目
で
す
。
こ
の
項
目
以
外
に
、
こ
の
表
に
は
固
定
項
目
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
学
歴
や
、
党
員
か
否
か
、
資
格
、
試
験
の
点
数
、
勤
続
年

数
な
ど
、
こ
れ
ら
の
事
情
に
対
応
し
て
、
相
応
の
点
数
が
付
け
ら
れ
ま

す
。
さ
ら
に
、
附
加
点
数
項
目
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
受
賞
状
況
に

関
す
る
項
目
で
す
。
賞
の
レ
ベ
ル
に
対
応
し
た
点
数
が
付
け
ら
れ
ま

す
。
以
上
の
項
目
別
の
点
数
が
合
計
さ
れ
て
、
最
後
的
に
は
一
つ
の
点

数
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
総
合
点
に
よ
っ
て
、
誰
が
欠
員
を
埋
め
る
か

（
�
）

が
決
ま
る
の
で
す
。」（
図
２
―
３
を
参
照
）

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
点
で
あ

る
。
漓
男
性
五
七
歳
以
上
、
女
性
五
二
歳
以
上
の
人
は
三
年
間
の
任
期
が
就

任
で
き
な
い
た
め
、
応
募
資
格
は
な
い
。
Ｚ
社
で
は
、
男
性
は
六
〇
歳
、
女

性
は
五
五
歳
を
な
る
と
定
年
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
滷
採
用
さ
れ
た
人
に
は

そ
の
職
位
に
対
応
す
る
等
級
と
待
遇
が
与
え
ら
れ
る
が
、
採
用
さ
れ
な
か
っ

た
人
に
は
上
司
の
意
向
に
よ
っ
て
新
た
に
仕
事
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
新
し
い

職
位
に
よ
っ
て
等
級
と
待
遇
が
決
定
さ
れ
る
。
澆
採
用
さ
れ
た
人
は
年
度
目

標
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
半
期
ご
と
に
考
課
が
実
施
さ
れ
る
。
年
度
初

め
に
立
て
た
目
標
が
未
達
成
で
、
年
度
幹
部
考
課
の
結
果
が
「
普
通
」
或
い
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は
「
不
合
格
」
の
場
合
、
担
当
職
務
か
ら
外

さ
れ
る
。

以
上
の
注
意
点
の
う
ち
、
澆
は
、
原
則
上

か
な
り
厳
し
い
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
実

際
の
人
事
考
課
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
人
事
考
課
は
賃
金
の
業
績
給
部
分
と

繋
が
っ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、「
仕
事
（
目

標
）
管
理
制
度
」
と
「
各
種
会
議
」
を
先
に

見
て
、
Ｚ
社
の
人
事
考
課
に
つ
い
て
は
そ
の

後
で
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
第
三
章
の
「
Ｚ

社
の
賃
金
制
度
」
で
詳
し
く
説
明
す
る
）。

以
上
で
は
「
社
内
管
理
職
位
競
聘
上
崗
制

度
」
が
対
象
と
す
る
職
位
の
募
集
・
応
募
に

つ
い
て
説
明
し
た
。
そ
の
他
の
職
位
、
例
え

ば
総
経
理
、
党
委
書
記
、
副
経
理
、
そ
し
て

主
管
、
主
�
と
助
理
主
�
の
決
定
は
ど
の
よ

う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

ま
ず
、
総
経
理
、
党
委
書
記
と
副
経
理
に

つ
い
て
は
、
Ｓ
集
団
会
社
が
任
命
す
る
職
位

で
あ
り
、
Ｚ
社
が
決
定
で
き
る
こ
と
で
は
な

い
の
で
、
小
論
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
触
れ

な
い
こ
と
に
す
る
。

次
に
、
主
管
、
主
�
と
助
理
主
�
に
つ
い

図 2−3 「Z 社管理人員崗位聘任面試記録表」と「Z 社管理人員聘任記録表」

注：調査資料により、修正あり。
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て
見
て
み
よ
う
。
Ｚ
社
で
は
主
管
、
主
�
の
職
位
に
応
募
す
る
の
に
、
い
く

つ
か
の
必
須
条
件
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
主
管
に
応
募
す
る
に
は
、「
大
卒

・
勤
続
三
年
以
上
」、「
短
大
卒
・
勤
続
六
年
以
上
」
あ
る
い
は
「
高
校
卒
・

勤
続
一
〇
年
以
上
」
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
一
方
、
主
�
に
応
募
す
る
に

は
、「
大
卒
・
勤
続
一
年
以
上
」、「
短
大
卒
・
勤
続
三
年
以
上
」
あ
る
い
は

「
高
校
卒
・
勤
続
五
年
以
上
」
が
必
要
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
揃

え
ば
応
募
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
助
理
主
�
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う

な
規
定
が
な
く
、
入
社
し
て
見
習
い
期
間
を
終
え
れ
ば
す
ぐ
に
応
募
で
き

る
。
ま
た
、
主
�
と
助
理
主
�
は
人
数
の
規
制
が
な
く
、
条
件
さ
え
揃
え
ば

そ
の
職
位
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
主
管
の
場
合
は
人
数
の
制

限
が
あ
り
、「
該
当
部
門
の
総
人
員
数
の
三
〇
％
ま
で
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
部
門
内
は
全
部
で
一
〇
人
で
あ
る
と
、
主
管
の
人
数
は
三
人
と

な
る
。
本
稿
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、
Ｚ
社
で
主
管
に
な
る
に
は
、
必

須
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
だ
け
で
な
く
、
所
定
人
数
に
応
じ
て
、
上
司
の
認
可

と
推
薦
が
必
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
新
入
社
員
は
見
習
い
期
間
を
終
え
れ
ば
「
助
理
主
�
」
と

な
り
、
後
は
そ
の
学
歴
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
勤
続
年
数
を
経
て
「
主
�
」

と
な
る
。「
主
管
」
は
人
数
制
限
が
あ
る
の
で
、
上
司
の
推
薦
が
必
要
で
あ

り
、「
主
管
」
が
人
数
制
限
一
杯
で
あ
る
な
ら
ば
、「
主
�
」
は
一
生
「
主

管
」
に
な
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
仮
に
Ｚ
社
が
長
期
に
新
人
を

採
用
し
な
か
っ
た
ら
、「
助
理
主
�
」
が
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
社
内

分
業
が
細
か
く
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
従
業
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
だ
け

で
働
い
て
い
る
。「
助
理
主
�
」
が
「
主
�
」
に
な
る
、
又
は
「
主
�
」
が

「
主
管
」
に
な
る
と
、
仕
事
の
範
囲
と
内
容
は
変
わ
る
わ
け
で
も
な
い
。
要

す
る
に
、「
主
管
」、「
主
�
」
と
「
助
理
主
�
」
は
管
理
職
の
名
称
で
は
な

く
、
日
本
の
職
能
資
格
に
類
似
し
た
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

【
仕
事
（
ノ
ル
マ
）
管
理
制
度
】

他
の
企
業
と
同
様
に
、
Ｚ
社
で
は
仕
事
（
ノ
ル
マ
）
管
理
制
度
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
国
有
企
業
の
経
営
慣
行
と
中
国
社
会
環
境
が
影

響
し
て
、
Ｚ
社
の
仕
事
（
ノ
ル
マ
）
管
理
制
度
は
十
分
に
機
能
し
て
い
な

い
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
。
こ
の
部
分
で
、
Ｚ
社
に
お

け
る
仕
事
（
ノ
ル
マ
）
管
理
制
度
の
実
態
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
ノ
ル
マ
の
設
定
に
つ
い
て
。

従
来
の
計
画
経
済
の
時
代
か
ら
、
中
国
国
有
企
業
で
は
、
政
府
の
計
画
に

基
づ
い
て
生
産
・
販
売
が
行
わ
れ
て
い
た
。
現
在
に
お
い
て
も
、
Ｓ
集
団
会

社
の
生
産
量
目
標
や
利
潤
額
目
標
な
ど
の
ノ
ル
マ
は
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
て
い
る
。
ノ
ル
マ
を
受
け
て
、
Ｓ
集
団
会
社
は
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
値
を
確

定
し
、
集
団
会
社
の
内
部
で
、
上
層
か
ら
下
層
ま
で
ブ
レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
さ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
集
団
会
社
の
中
に
様
々
な
会
社
、
機
関
が
あ
り
、
分
業
さ

れ
て
い
る
の
で
、
各
組
織
の
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
特
徴
と
業
務
内
容
に
基
づ
い

て
ノ
ル
マ
が
下
ろ
さ
れ
る
。
Ｚ
社
の
場
合
は
、
主
に
販
売
量
ノ
ル
マ
、
利
潤

額
ノ
ル
マ
、
市
場
開
発
ノ
ル
マ
な
ど
が
主
な
管
理
項
目
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
他
の
管
理
指
標
と
し
て
、
ま
た
コ
ス
ト
削
減
や
各
種
費
用
の
削
減
な
ど
が

あ
る
が
、
ほ
ぼ
集
団
会
社
内
部
の
共
通
管
理
指
標
で
あ
る
。

「
ノ
ル
マ
に
つ
い
て
で
す
ね
、
私
た
ち
は
年
度
初
め
の
時
点
で
華
東
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会
社
か
ら
『
任
務
』
を
受
取
り
ま
す
。
例
え
ば
販
売
量
、
利
潤
額
、
そ

し
て
毎
ト
ン
油
品
の
コ
ス
ト
や
、
小
売
販
売
量
、
卸
売
り
販
売
量
、
費

用
、
建
設
す
る
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
数
量
、
事
故
発
生
率
は
〇
％
、

従
業
員
数
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
人
件
費
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
等
々
。
こ

れ
ら
は
定
量
の
目
標
で
す
。
も
ち
ろ
ん
定
性
的
な
指
標
は
も
っ
と
た
く

（
�
）

さ
ん
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
職
場
環
境
や
職
場
規
律
な
ど
で
す
ね
。」

目
標
値
が
上
層
（
華
東
会
社
）
か
ら
ブ
レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
さ
れ
る
際
に
、
Ｚ

社
の
経
営
ト
ッ
プ
（
総
経
理
と
党
委
書
記
）
は
華
東
会
社
と
目
標
契
約
を
結

ぶ
。
同
じ
華
東
会
社
に
所
属
し
て
い
て
も
、
安
徽
省
は
Ｍ
省
よ
り
経
済
発
展

程
度
が
低
い
た
め
、
Ｍ
省
に
あ
る
Ｚ
社
は
安
徽
省
の
販
売
会
社
よ
り
大
き
な

目
標
値
が
配
分
さ
れ
る
。
Ｚ
社
は
こ
の
課
さ
れ
た
ノ
ル
マ
を
、
さ
ら
に
市
レ

ベ
ル
の
子
会
社
や
関
連
会
社
に
下
ろ
し
て
い
く
。

「
私
た
ち
は
華
東
会
社
か
ら
ノ
ル
マ
を
受
取
る
と
き
に
、
華
東
会
社

と
契
約
を
結
ん
で
、
弊
社
の
総
経
理
と
党
委
書
記
は
そ
の
契
約
に
サ
イ

ン
す
る
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
私
た
ち
は
ま
た
こ
の
受
取
っ
た
ノ
ル
マ
を

分
割
し
て
下
級
の
会
社
に
配
分
し
ま
す
。
こ
の
場
合
も
同
様
に
、
契
約

が
結
ば
れ
ま
す
。
契
約
の
書
式
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。
た
だ
、
下
級

の
会
社
の
中
に
は
、
卸
売
り
だ
け
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す

ね
、
そ
こ
で
は
小
売
販
売
量
の
ノ
ル
マ
は
設
定
さ
れ
ま
せ
ん
。
同
様
に

小
売
だ
け
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
卸
売
り
の
ノ
ル
マ
が
設
定
さ
れ
ま

（
�
）

せ
ん
。
こ
れ
ぐ
ら
い
の
違
い
は
あ
り
ま
す
。」

と
こ
ろ
で
、
年
度
初
め
、
下
層
の
子
会
社
に
ノ
ル
マ
を
配
分
す
る
際
に
、

Ｚ
社
は
各
子
会
社
の
以
前
の
業
績
を
参
考
し
な
が
ら
華
東
会
社
か
ら
受
取
っ

た
ノ
ル
マ
を
分
割
し
て
配
分
し
、
目
標
契
約
を
結
ぶ
と
き
に
子
会
社
か
ら
の

意
向
は
一
切
受
け
付
け
ず
、
す
な
わ
ち
折
衝
が
な
い
と
い
う
。

「
彼
ら
（
子
会
社
―
筆
者
注
）
と
ノ
ル
マ
の
大
き
さ
に
つ
い
て
交
渉

は
行
い
ま
せ
ん
。
子
会
社
側
に
不
満
が
あ
っ
て
も
交
渉
は
受
け
付
け
ま

せ
ん
。
私
た
ち
が
決
め
た
ノ
ル
マ
で
契
約
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
あ
、
強
制
的
で
す
ね
（
笑
）。
実
際
、
彼
ら
は
ノ
ル
マ
を
達
成

で
き
ま
す
よ
。
特
に
販
売
量
と
利
潤
額
に
つ
い
て
は
。
扱
っ
て
い
る
商

品
は
石
油
製
品
で
す
か
ら
、
よ
く
売
れ
ま
す
よ
。
む
し
ろ
在
庫
の
量
は

（
�
）

問
題
に
な
り
ま
す
ね
。
商
品
が
さ
え
あ
れ
ば
、
絶
対
に
売
れ
ま
す
。」

確
か
に
、
会
社
の
業
績
を
見
る
と
、
扱
っ
て
い
る
商
品
は
石
油
製
品
で
あ

る
た
め
、
販
売
量
や
利
潤
額
な
ど
の
ノ
ル
マ
は
よ
く
達
成
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
全
て
の
ノ
ル
マ
が
簡
単
に
ク
リ
ア
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
聞

き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
特
に
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
開
発
と
建
設
の
ノ
ル

マ
の
達
成
は
様
々
な
要
因
が
影
響
し
て
、
そ
の
実
現
は
難
し
い
と
い
う
。

「
私
の
部
門
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
開
発
と
建
設
を
担
当
し
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
私
は
、『
今
年
、
頑
張
っ
て
、
Ｈ
市
内
に
ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド
を
三
つ
作
ろ
う
』
と
計
画
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は

た
だ
の
計
画
で
す
。
片
思
い
で
す
ね
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
の
目
標

を
達
成
す
る
に
は
た
く
さ
ん
の
問
題
が
深
く
関
係
し
て
い
る
か
ら
で

す
。
ま
ず
、
Ｈ
市
政
府
の
都
市
建
設
計
画
局
が
、
該
当
年
度
の
都
市
建

設
計
画
書
の
中
に
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
建
設
が
あ
る
か
ど
う
か
が

関
係
し
ま
す
。
私
た
ち
が
一
生
懸
命
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
建
設
を
計
画

し
た
と
し
て
も
、
都
市
建
設
計
画
局
の
計
画
の
中
に
そ
れ
が
な
け
れ
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ば
、
私
た
ち
の
計
画
は
そ
こ
で
失
敗
し
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
仮
に
、
都

市
建
設
計
画
局
の
計
画
書
の
中
に
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
建
設
が
あ
っ

た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
中
国
市
場
は
わ
が
社
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か

ら
ね
。
ま
あ
、
確
か
に
石
油
産
業
に
企
業
は
少
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、

競
争
相
手
は
い
ま
す
よ
。
都
市
建
設
計
画
局
が
こ
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン

ド
建
設
の
権
利
を
与
え
て
く
れ
る
か
ど
う
か
が
、
第
二
の
問
題
で
す
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
わ
が
社
内
部
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

私
た
ち
が
努
力
し
て
、
先
ほ
ど
の
二
つ
は
全
部
ク
リ
ア
し
た
と
、
都
市

建
設
計
画
書
に
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
計
画
が
あ
っ
て
、
そ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
も
私
た
ち
に
く
れ
た
と
し
て
も
、
上
級
の
Ｋ
株
式
会
社
に
申

請
し
た
ら
、『
お
お
、
素
晴
ら
し
い
じ
ゃ
な
い
か
。
し
か
し
、
申
し
訳

な
い
け
れ
ど
、
我
々
の
計
画
に
は
な
い
か
ら
、
お
金
は
出
せ
な
い
』

と
。
こ
の
こ
と
が
ま
た
原
因
と
な
っ
て
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
建
設
の

（
�
）

計
画
は
失
敗
し
ま
す
ね
。」

「
ま
た
、
年
末
に
な
る
と
、
私
た
ち
は
来
年
度
の
市
場
開
発
計
画
を

作
り
ま
す
。
一
二
月
に
来
年
の
計
画
を
作
り
ま
し
て
、
例
え
ば
、
一
〇

ヵ
所
で
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
建
設
し
ま
し
ょ
う
と
。
そ
し
て
事
前
に

現
地
の
地
方
政
府
の
都
市
建
設
計
画
局
と
の
連
絡
も
済
み
ま
し
た
と
。

し
か
し
、
本
社
か
ら
の
計
画
書
、
ま
あ
、
目
標
は
年
度
の
初
め
の
四
月

頃
に
、
遅
か
っ
た
ら
五
月
に
や
っ
と
来
ま
す
。
目
標
と
予
算
の
う
ち
、

例
え
ば
、
今
年
度
の
予
算
は
二
〇
〇
万
元
だ
け
だ
と
。
こ
れ
は
足
り
ま

せ
ん
よ
。
あ
る
い
は
、
本
社
か
ら
目
標
値
と
予
算
が
来
て
、『
今
年
の

資
金
は
多
い
の
で
、
二
億
元
を
や
る
か
ら
、
五
〇
ヵ
所
の
ガ
ソ
リ
ン
ス

タ
ン
ド
を
開
発
し
て
く
れ
』
と
。
こ
れ
も
さ
す
が
に
無
理
で
す
ね

（
�
）

…
…
」

「
私
た
ち
は
何
か
新
し
い
事
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
、
た
く
さ

ん
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
去
年
の
こ
と
で

す
が
、
私
た
ち
は
Ｈ
市
で
新
し
い
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
建
設
し
よ
う

と
い
う
計
画
で
、
ま
ず
、
Ｈ
市
政
府
と
や
り
取
り
を
一
生
懸
命
し
ま
し

た
。
そ
う
し
て
や
っ
と
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
計
画
に
入
れ
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、
予

算
書
や
計
画
書
な
ど
を
作
っ
て
、
上
級
の
会
社
に
申
告
し
ま
し
た
が
、

手
続
き
は
大
変
で
し
た
よ
。
最
初
は
、
華
東
会
社
が
審
査
し
ま
す
。
そ

こ
で
許
可
印
鑑
を
も
ら
っ
て
、
今
度
は
北
京
の
Ｐ
販
売
総
会
社
に
提
出

し
ま
す
。
Ｐ
販
売
総
会
社
か
ら
許
可
を
も
ら
っ
て
、
ま
た
Ｋ
株
式
会
社

に
提
出
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
上
級
の
会
社
に
は
審
査
委
員
会
が
あ
り

ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
の
サ
イ
ン
や
印
鑑
が
必
要
で
す
。
華
東
会

社
の
ほ
う
は
審
査
事
項
は
そ
ん
な
に
多
く
な
い
で
す
か
ら
、
早
く
許
可

を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
上
に
行
く
ほ
ど
、
効
率
は
も
の
す
ご
く
低

い
で
す
。
最
初
の
資
料
提
出
か
ら
最
後
の
Ｋ
株
式
会
社
か
ら
の
結
果
が

出
る
ま
で
に
、
二
ヶ
月
ぐ
ら
い
か
か
り
ま
す
。
し
か
も
、
不
許
可
と
い

う
結
果
が
出
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
よ
。『
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
い
い
で

（
�
）

す
が
、
予
算
は
な
い
』
と
。」

以
上
の
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
業
務
計
画
の
策
定
に
は
、
従
業
員
の
能
力
や
会

社
の
制
度
な
ど
だ
け
で
な
く
、
企
業
グ
ル
ー
プ
内
の
経
営
慣
行
や
外
部
社
会

環
境
な
ど
に
よ
っ
て
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
ま
ず
、
国
有
企
業
経
営
自
身
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の
特
徴
か
ら
見
る
と
、
国
有
企
業
の
経
営
管
理
自
主
権
は
ま
だ
確
保
さ
れ
て

い
な
い
。
例
え
ば
、
若
干
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
や
ろ
う
と
す
れ
ば
、
市

級
会
社
↓
省
級
会
社
↓
地
域
会
社
↓
株
式
会
社
↓
集
団
会
社
と
い
っ
た
組
織

の
下
位
か
ら
上
位
レ
ベ
ル
ま
で
の
様
々
な
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
が
経
営
の
意
思
決
定
の
非
効
率
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

原
因
は
、
中
国
政
府
と
集
団
会
社
に
よ
る
投
資
資
金
の
絶
対
的
な
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
や
、
従
来
か
ら
中
国
国
有
企
業
で
実
施
さ
れ
て
き
た
企
業
経
営
慣
行
な

ど
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
三
〇
年
間
近
く
実
施
さ
れ
て
き
た

国
有
企
業
改
革
は
大
手
国
有
企
業
を
市
場
に
押
し
出
し
て
お
り
、
市
場
化
が

進
ん
で
い
る
が
、
世
に
言
わ
れ
る
程
度
進
ん
で
お
ら
ず
、
Ｚ
社
の
よ
う
な
大

手
国
有
企
業
の
経
営
は
ま
だ
伝
統
的
な
計
画
経
済
の
枠
内
で
管
理
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
企
業
外
部
の
経
営
環
境
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
国

有
企
業
は
企
業
外
部
か
ら
様
々
な
制
約
を
受
け
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
に
説
明

し
て
き
た
話
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
建
設
が
受
け
た

外
部
影
響
は
、
主
に
現
地
政
府
と
そ
の
都
市
建
設
計
画
局
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
も
中
国
政
府
が
大
手
国
有
企
業
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
使
っ
た
も

う
一
つ
の
手
段
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
仕
事
（
ノ
ル
マ
）
管
理
制
度
の
主
な
機
能
は
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
回

す
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
場
合
、
ノ
ル
マ
が
「
強
制
的

に
」
ブ
レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ノ
ル
マ
が
達
成
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。

「
も
し
ノ
ル
マ
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
我
々
は
そ

の
ノ
ル
マ
を
修
正
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
ノ
ル
マ
の
中
に
、
ど
れ

ほ
ど
非
合
理
的
な
部
分
が
あ
る
か
に
つ
い
て
分
析
し
て
、
ノ
ル
マ
を
引

き
下
げ
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
例
え
ば
、
現
地
政
府
部
門
の
計
画
、
あ
る
い

（
�
）

は
本
社
の
計
画
な
ど
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ま
せ
ん
。」

「
子
会
社
が
最
終
的
に
ノ
ル
マ
を
達
成
で
き
な
い
場
合
も
よ
く
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
石
油
商
品
の
コ
ス
ト
削
減
目
標
は
、
政
府
の
政
策
、
市

場
、
そ
し
て
在
庫
量
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
特
に
政
策
と
市

場
の
影
響
は
大
き
い
で
す
。
彼
ら
（
子
会
社
―
筆
者
注
）
は
様
子
を
見

て
、
厳
し
い
と
思
っ
た
ら
私
た
ち
に
ノ
ル
マ
調
節
の
申
請
を
出
し
て
き

ま
す
。
我
々
の
指
標
調
節
委
員
会
は
会
議
を
開
い
て
、
こ
の
申
請
に
つ

い
て
み
ん
な
で
討
論
し
ま
す
。
彼
ら
の
主
張
が
妥
当
で
あ
る
と
討
論
者

全
員
の
意
見
が
一
致
す
れ
ば
、
該
当
子
会
社
の
こ
の
ノ
ル
マ
だ
け
で
は

な
く
、
弊
社
の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
子
会
社
の
こ
の
ノ
ル
マ
が
調
節
さ

（
�
）

れ
ま
す
。
政
策
や
市
場
状
況
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
か
ら
ね
。」

話
の
内
容
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
子
会
社
は
ノ
ル
マ
を
達
成
で
き
な
い
場

合
、
ノ
ル
マ
の
修
正
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
各
子
会
社
の

ノ
ル
マ
が
修
正
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
Ｚ
社
の
ノ
ル
マ
も
達
成
で
き
な
く
な

る
。
こ
の
場
合
、
Ｚ
社
は
子
会
社
と
違
っ
て
、
ノ
ル
マ
修
正
申
請
を
華
東
会

社
に
提
出
し
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
ノ
ル
マ
の
修
正
は
、
Ｚ
社
と
そ
の

下
の
子
会
社
の
間
で
や
っ
て
い
る
特
別
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
企
業
グ
ル
ー
プ

全
体
で
行
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
Ｚ
社
の

経
営
ト
ッ
プ
は
下
の
子
会
社
の
ノ
ル
マ
達
成
の
困
難
を
十
分
に
考
慮
し
て
、

―５５―
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管
理
活
動
を
甘
く
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な

管
理
で
あ
れ
ば
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
は
回
ら
な
く
な
る
可
能
性
が
大
き
い
。
Ｚ
社
は

仕
事
（
ノ
ル
マ
）
管
理
制
度
を
通
じ
て
如
何
に
下
に
あ
る
子
会
社
た
ち
を
管

理
し
て
い
る
の
か
。

「
私
た
ち
、
省
級
会
社
は
下
に
あ
る
市
級
子
会
社
だ
け
を
対
象
に
考

課
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
市
級
子
会
社
は
自
ら
の
配
下
に
あ
る
部

門
や
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な
ど
を
対
象
に
考
課
を
行
い
ま
す
。
子
会
社

の
考
課
を
行
う
際
、
私
た
ち
は
主
に
三
種
類
の
指
標
を
月
ご
と
に
チ
ェ

ッ
ク
し
ま
す
。
ま
ず
、
営
業
類
指
標
で
あ
り
、
こ
れ
は
主
に
販
売
量
と

石
油
商
品
の
コ
ス
ト
を
指
し
ま
す
。
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
開
発
数
量

も
こ
の
指
標
に
含
ま
れ
ま
す
。
二
つ
目
は
利
益
類
指
標
で
あ
り
、
主
に

利
潤
額
を
指
し
ま
す
。
三
つ
目
は
制
限
類
指
標
で
す
。
例
え
ば
今
月
の

仕
事
の
達
成
状
況
や
、
経
営
ト
ッ
プ
の
評
価
、
そ
し
て
特
別
な
出
来
事

な
ど
で
す
。
三
種
類
の
指
標
は
そ
れ
ぞ
れ
考
課
の
比
重
が
異
な
り
ま

す
。
時
期
や
会
社
の
経
営
方
針
に
よ
っ
て
、
比
重
が
違
い
ま
す
。
例
え

ば
現
在
、
弊
社
は
主
に
企
業
業
績
を
重
視
し
て
い
る
の
で
、
販
売
量
、

コ
ス
ト
、
そ
し
て
利
潤
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
％
か
ら
二
〇
％
を
占
め

て
い
て
、
こ
れ
ら
三
つ
が
指
標
全
体
の
五
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
。

二
年
前
に
弊
社
で
は
市
場
開
発
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の

当
時
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
開
発
数
量
一
つ
だ
け
で
三
〇
％
以
上
を

占
め
て
い
ま
し
た
。
こ
の
考
課
結
果
は
、
子
会
社
の
業
績
、
子
会
社
経

（
�
）

営
ト
ッ
プ
の
評
価
に
直
接
連
動
し
ま
す
。」

こ
の
よ
う
に
Ｚ
社
は
そ
の
配
下
に
あ
る
子
会
社
た
ち
を
管
理
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
特
に
下
級
の
会
社
や
部
門
は
社

内
外
か
ら
様
々
な
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
、
ノ
ル
マ
は
簡
単
に
達
成
で
き

ず
、
業
務
展
開
も
制
限
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ル
マ
修
正
の
実
施
は
Ｚ
社
の
経
営

ト
ッ
プ
が
や
む
を
得
ず
に
行
っ
て
い
る
施
策
で
あ
る
が
、
こ
の
方
策
及
び
す

で
に
前
述
し
た
企
業
外
部
と
内
部
の
原
因
で
、
Ｚ
社
の
仕
事
（
ノ
ル
マ
）
管

理
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
は
う
ま
く
回
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

【
各
種
会
議
】

会
議
が
多
い
こ
と
は
、
中
国
国
有
企
業
の
特
徴
で
あ
る
。
昔
の
計
画
経
済

時
代
に
は
、
現
在
の
国
有
企
業
は
も
と
も
と
「
国
営
企
業
」
で
あ
っ
た
。
国

営
企
業
で
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
国
・
政
府
が
企
業
経
営
を
や
っ
て
お
り
、

政
府
の
役
員
は
常
に
会
議
を
通
じ
て
企
業
の
経
営
を
干
渉
し
て
い
た
。
そ
の

後
、
改
革
開
放
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、「
国
営
企
業
」
の
名
称
は
国
有
企
業

に
変
わ
り
、
企
業
の
経
営
側
に
対
し
て
か
な
り
の
経
営
管
理
自
主
権
が
与
え

ら
れ
た
が
、
会
議
が
多
い
こ
と
は
現
在
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
に
残
っ
て
い

る
。

「
こ
れ
（
会
議
が
多
い
こ
と
―
筆
者
注
）
は
や
は
り
我
々
国
有
企
業

の
経
営
の
特
徴
で
し
ょ
う
。
昔
か
ら
継
続
さ
れ
て
き
た
や
り
方
で
す
。

し
か
し
、
会
議
の
中
身
は
あ
ま
り
な
い
の
で
、
み
ん
な
嫌
が
っ
て
い
ま

（
�
）

す
け
れ
ど
、
や
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
仕
方
な
い
で
す
。」

こ
れ
ら
の
会
議
は
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
、
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
定
例

の
会
議
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
臨
時
の
会
議
で
あ
る
。
定
例
会
議
と
は
、
毎

日
、
毎
週
、
毎
月
又
は
毎
年
、
決
ま
っ
た
時
期
に
決
ま
っ
た
出
席
者
が
集
ま

現
代
中
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国
有
企
業
の
雇
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っ
て
行
う
会
議
で
あ
る
。
Ｚ
社
の
場
合
、
全
社
レ
ベ
ル
の
定
例
会
議
は
、
毎

週
月
曜
日
、
毎
月
月
末
、
そ
し
て
毎
年
年
末
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。

「
実
は
、
毎
週
月
曜
日
の
定
例
会
議
を
開
い
て
い
ま
す
。
そ
の
最
初

の
発
想
は
非
常
に
良
か
っ
た
で
す
。
こ
の
会
議
を
通
じ
て
、
直
近
の
一

週
間
に
各
部
門
で
発
生
し
た
問
題
及
び
大
き
な
出
来
事
な
ど
を
、
各
部

門
の
主
任
な
い
し
副
主
任
に
報
告
し
て
も
ら
っ
て
、
皆
で
問
題
を
討
論

し
て
解
決
策
を
考
え
る
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
は
良
か
っ
た
で
す
。
し
か

し
、
実
施
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
会
議
は
『
変
質
』
し
ま
し
た
。
各

部
門
の
主
任
や
副
主
任
は
自
分
の
部
門
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
あ

り
ま
せ
ん
し
、
加
え
て
問
題
な
ど
が
あ
ま
り
な
け
れ
ば
、
会
議
で
は
何

も
喋
れ
な
い
わ
け
で
す
。
で
も
、
会
社
の
総
経
理
も
書
記
も
出
席
し
て

い
る
の
で
、
何
か
を
言
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
無
理
に
で
も

自
分
の
部
門
が
先
週
何
を
や
っ
て
い
た
か
、
何
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行

っ
た
か
、
あ
る
い
は
今
週
の
予
定
な
ど
を
言
っ
て
そ
の
場
を
し
の
い
で

い
ま
す
。
し
か
も
皆
よ
く
喋
り
ま
す
の
で
、
相
当
の
時
間
が
か
か
り
ま

（
�
）

す
。
そ
の
た
め
疲
れ
て
し
ま
い
ま
す
。」

ガ
ソ
リ
ン
や
デ
ィ
ー
ゼ
ル
油
な
ど
を
商
品
と
し
て
扱
っ
て
い
る
会
社
な
の

で
、
安
全
会
議
も
全
社
レ
ベ
ル
で
少
な
く
と
も
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
定
期
的

に
開
か
れ
る
。
ま
た
、
国
有
企
業
で
あ
る
た
め
、
共
産
党
教
育
を
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
毎
週
火
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
共
産
党
員
と
予
備
党
員
が

（
�
）

出
席
す
る
勉
強
会
議
が
開
か
れ
る
。

他
方
、
臨
時
会
議
は
、
突
発
事
件
な
ど
に
関
わ
る
会
議
で
あ
る
。
二
〇
〇

六
年
夏
の
調
査
時
点
に
は
、
ち
ょ
う
ど
Ｚ
社
が
「
内
部
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

（
い
わ
ゆ
る
「
内
控
」）
の
検
査
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
Ｋ
株
式
会
社

は
ア
メ
リ
カ
で
上
場
し
て
い
る
た
め
、
会
社
は
正
規
の
企
業
組
織
と
し
て
企

業
運
営
の
厳
密
性
と
安
定
性
に
つ
い
て
常
に
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

「『
内
控
』
検
査
を
受
け
る
の
は
大
変
で
す
。
彼
ら
（
内
控
検
査
員
―

筆
者
注
）
が
来
る
前
に
、
我
々
は
自
分
た
ち
で
各
部
門
か
ら
人
を
選

び
、
仮
検
査
チ
ー
ム
を
作
っ
て
ほ
ぼ
毎
日
会
社
を
回
っ
て
演
習
訓
練
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
毎
回
の
演
習
訓
練
が
終
わ
る
度
に
、
必
ず

臨
時
会
議
を
開
き
ま
す
。
会
社
の
ト
ッ
プ
、
各
部
門
の
主
任
と
副
主
任

が
全
員
出
席
し
て
、
今
回
の
演
習
は
ど
う
だ
っ
た
か
、
問
題
点
は
何

か
、
責
任
は
誰
の
部
門
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
次
の
演
習
ま
で
に
何
を

す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
す
。
自
分
の
部
門
に
何
か
問
題
が

出
は
し
な
い
か
と
、
毎
日
緊
張
し
て
お
り
ま
し
て
、
本
当
に
疲
れ
ま
し

（
�
）

た
ね
。」

し
か
し
、
会
議
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
上
で
述
べ
た
の
は
Ｚ
社
全
社
レ

ベ
ル
の
会
議
で
あ
る
が
、
内
部
で
は
部
門
レ
ベ
ル
の
会
議
が
あ
り
、
地
域
や

全
国
な
ど
の
上
級
レ
ベ
ル
へ
行
く
と
、
特
に
Ｚ
社
の
部
門
主
任
ク
ラ
ス
以
上

の
管
理
職
は
そ
れ
ら
の
会
社
の
会
議
に
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
例
え
ば
華
東
会
社
の
経
営
ト
ッ
プ
が
会
議
を
開
催
し
て
話
を
す
る

と
な
れ
ば
、
そ
れ
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
北
京
の

Ｓ
集
団
会
社
か
ら
本
社
の
経
営
ト
ッ
プ
が
来
ら
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
れ
に
も
参
加
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
上
級
ト
ッ
プ

の
方
の
話
は
正
直
に
言
う
と
、
あ
ま
り
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
。
経
営
方

―５７―
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針
、
国
の
政
策
、
胡
錦
涛
主
席
が
提
唱
し
た
「
和
諧
社
会
（
協
和
社
会

―
筆
者
注
）」
な
ど
、
そ
れ
ら
は
重
要
で
す
け
れ
ど
、
何
回
も
何
回
も

繰
り
返
し
て
聞
か
さ
れ
ま
す
と
ね
。
さ
ら
に
華
東
会
社
の
ト
ッ
プ
が
会

議
を
開
催
し
た
こ
と
に
便
乗
し
て
、
華
東
会
社
の
部
門
ト
ッ
プ
、
例
え

ば
人
的
資
源
部
の
ト
ッ
プ
も
、
全
華
東
レ
ベ
ル
の
人
的
資
源
管
理
会
議

を
開
こ
う
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
会
議
で
話
さ

れ
た
中
央
や
華
東
会
社
の
意
思
を
伝
え
る
た
め
に
、
我
々
は
弊
社
レ
ベ

ル
、
又
は
市
レ
ベ
ル
の
子
会
社
の
人
を
集
め
て
会
議
を
開
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
ま
す
…
…
年
末
に
な
る
と
、
ほ
ぼ
毎
日
会
議
が
開
け
ま

す
。
し
か
も
、
ト
ッ
プ
た
ち
の
話
は
長
く
、
発
言
資
料
が
三
〇
枚
ほ
ど

に
な
る
の
が
一
般
的
で
す
。
疲
れ
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
昔
か
ら

（
�
）

の
仕
事
の
や
り
方
で
す
か
ら
、
慣
れ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。」

話
の
内
容
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
様
々
な
レ
ベ
ル
の
会
議
が
中
国
国
有
企

業
の
企
業
経
営
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
章

Ｚ
社
の
賃
金
制
度

中
国
の
賃
金
制
度
変
遷
史
に
は
最
も
重
要
な
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
八

級
賃
金
制
度
」
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
一
九
五
〇
年
代
初
期
に
作
ら
れ
、
一

九
八
〇
年
代
末
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
、
中
国
政
府

は
国
有
企
業
改
革
の
進
行
と
共
に
、
賃
金
制
度
改
革
も
進
め
ら
れ
た
。
制
度

上
か
ら
見
る
と
、
企
業
に
経
営
管
理
自
主
権
を
与
え
な
が
ら
、
全
国
で
「
崗

位
技
能
賃
金
制
」
の
導
入
を
提
唱
し
た
が
、
実
際
に
賃
金
の
分
配
権
限
を
各

企
業
に
委
譲
し
、
中
国
の
賃
金
制
度
は
計
画
経
済
時
代
の
政
府
統
一
管
理
か

ら
現
在
の
各
企
業
が
自
主
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
の
状

況
は
ど
う
な
の
か
。
こ
の
章
で
は
、
Ｚ
社
の
賃
金
制
度
を
以
下
の
順
序
で
全

般
的
に
分
析
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
Ｚ
社
の
賃
金
総
額
の
決
定
に
つ
い
て
見

る
。
次
に
、
賃
金
水
準
を
見
た
上
で
、
Ｚ
社
の
従
業
員
の
賃
金
制
度
を
具
体

的
に
見
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
賃
金
の
あ
る
部
分
は
業
績
や
評
価
と
繋
が
っ

て
い
る
の
で
、
Ｚ
社
の
「
人
事
考
課
」
も
そ
こ
で
確
認
し
た
い
。

３
―
１

賃
金
総
額
の
決
定

周
知
の
通
り
、
一
九
八
五
年
か
ら
中
国
政
府
は
国
有
企
業
の
賃
金
総
額
の

決
定
に
対
し
て
「
工
効
掛
鈎
」、
即
ち
「
賃
金
総
額
と
企
業
生
産
経
営
業
績

と
を
リ
ン
ク
す
る
制
度
」
を
導
入
し
た
。「
賃
金
総
額
と
企
業
生
産
経
営
業

績
と
を
リ
ン
ク
す
る
制
度
」
と
は
、
企
業
の
賃
金
総
額
と
企
業
当
期
の
生
産

経
営
業
績
と
リ
ン
ク
さ
せ
、
企
業
の
業
績
が
増
大
す
れ
ば
、
賃
金
総
額
も
一

定
の
比
率
で
増
大
し
、
企
業
の
業
績
が
減
少
す
れ
ば
、
賃
金
総
額
も
一
定
の

比
率
で
下
落
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
二
〇
年
経

っ
た
現
在
、
国
有
企
業
の
賃
金
総
額
の
決
定
は
実
際
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
弊
社
は
株
式
会
社
で
す
け
れ
ど
も
、
管
理
の
面
で
言
う
と
、
や
は

り
昔
の
計
画
経
済
の
管
理
方
式
の
下
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
ご
存
知
の

よ
う
に
、
計
画
経
済
の
時
代
か
ら
、『
工
効
掛
鈎
』
と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。
弊
社
の
例
で
言
う
と
、
Ｓ
集
団
会
社
は
中
央
政
府
と
利
潤
契

約
を
結
ん
で
い
て
、
年
間
に
い
く
ら
の
生
産
量
を
達
成
す
れ
ば
、
い
く

ら
の
利
益
を
政
府
に
上
納
し
、
こ
れ
に
対
し
て
中
央
政
府
は
ど
れ
ぐ
ら

現
代
中
国
国
有
企
業
の
雇
用
管
理
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い
の
賃
金
総
額
を
支
払
う
か
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

制
度
は
上
か
ら
下
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
な
い
、
或
い
は
実
施
で
き
な
い

（
�
）

状
況
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
難
し
い
で
す
ね
。」

話
の
内
容
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
本
社
の
Ｓ
集
団
会
社
と
政
府
の
間
で
は

「
賃
金
総
額
と
企
業
生
産
経
営
業
績
と
を
リ
ン
ク
す
る
制
度
」
が
実
施
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
集
団
会
社
内
部
で
は
、
Ｚ
社
は
も
ち
ろ
ん
、
Ｋ

株
式
会
社
に
し
て
も
こ
の
制
度
が
き
ち
ん
と
実
施
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
原
因
を
尋
ね
て
み
る
と
、
主
な
原
因
は
集
団
組
織
の
肥
大
と
社
会

安
定
へ
の
配
慮
に
あ
る
。

「
Ｓ
集
団
会
社
の
下
に
は
ま
た
様
々
な
企
業
、
機
関
が
あ
り
ま
す

よ
。
例
え
ば
油
田
や
、
開
発
計
画
局
、
ト
ン
ネ
ル
会
社
な
ど
、
合
わ
せ

て
五
〇
以
上
あ
り
ま
す
。
Ｋ
株
式
会
社
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。
政
府
は
一
定
の
金
額
の
賃
金
総
額
を
Ｓ
集
団
会
社
に
与
え
、
こ

れ
を
一
つ
の
ケ
ー
キ
を
例
え
れ
ば
、
こ
の
ケ
ー
キ
を
如
何
に
分
け
て
分

配
す
る
か
は
、『
工
効
掛
鈎
』
制
度
で
決
め
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し

い
で
す
よ
。
例
え
ば
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
Ｋ
株
式
会
社
は
二
〇

〇
五
年
度
ア
ジ
ア
で
一
番
儲
け
た
会
社
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
確
か

に
、
Ｓ
集
団
会
社
内
部
で
は
、
Ｋ
株
式
会
社
が
全
利
益
の
半
分
以
上
と

は
言
い
す
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
番
貢
献
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
『
工
効
掛
鈎
』
制
度
を
適
用
す
る
と
、
Ｋ
株
式
会
社
が
そ
の
ケ
ー
キ

の
半
分
ぐ
ら
い
を
取
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
残
り
の
五
〇
数

社
の
人
で
半
分
の
ケ
ー
キ
し
か
も
ら
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で

は
、
彼
ら
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
よ
。
ま
た
、
弊
社
の
例
で
言
う
と
、

弊
社
は
新
し
く
設
立
し
た
販
売
会
社
で
す
け
れ
ど
も
、
最
も
豊
か
な
Ｍ

省
に
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
あ
、
毎
年
貢
献
し
た
利
益
は
最
も
大
き
い
で

す
ね
。
そ
し
て
安
徽
省
の
販
売
会
社
は
最
も
業
績
が
悪
い
と
。
こ
れ

も
、『
工
効
掛
鈎
』
制
度
を
実
施
す
る
と
、
か
な
り
の
賃
金
格
差
が
出

て
き
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
安
徽
省
の
生
活
水
準
、
物
価
水
準
が
低

い
、
Ｍ
省
の
物
価
水
準
が
高
い
、
賃
金
格
差
が
あ
る
の
は
当
た
り
前
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
そ
の
差
が
大
き
す
ぎ
る
と
、
社
会
が
不

（
�
）

安
定
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
ね
。」

中
国
の
国
有
企
業
は
経
済
機
能
だ
け
で
な
く
、
社
会
安
定
を
維
持
す
る
社

会
機
能
も
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
混
乱
を
防
ぐ
た
め
に
、
国
有
企

業
の
経
営
者
が
様
々
な
問
題
を
考
え
た
上
で
経
営
政
策
を
出
す
こ
と
は
非
常

に
大
事
で
あ
る
。
上
の
話
か
ら
、
中
国
国
有
企
業
の
そ
の
社
会
機
能
の
一
端

が
垣
間
見
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
Ｚ
社
の
賃
金
総
額
は
如
何
に
決
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
Ｓ
集
団

会
社
は
政
府
か
ら
一
つ
の
「
ケ
ー
キ
」
を
も
ら
い
、
そ
の
下
に
あ
る
Ｋ
株
式

会
社
を
含
む
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
、
機
構
に
分
け
る
。
分
け
る
基
準
は
や
は
り

従
業
員
数
や
、
生
活
水
準
、
賃
金
水
準
な
ど
で
あ
る
。
Ｋ
株
式
会
社
は
Ｓ
集

団
会
社
か
ら
一
部
の
「
ケ
ー
キ
」
を
得
て
、
同
じ
よ
う
に
Ｋ
株
式
会
社
も
従

業
員
数
や
、
生
活
水
準
、
賃
金
水
準
な
ど
の
基
準
に
基
づ
い
て
そ
の
下
に
あ

る
Ｐ
販
売
総
会
社
、
石
油
製
品
生
産
総
会
社
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
、
機

構
に
分
配
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
賃
金
の
「
ケ
ー
キ
」
が
上
か
ら
下
ま
で
ブ

レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
さ
れ
る
。

「
華
東
会
社
は
Ｐ
販
売
総
会
社
か
ら
賃
金
総
額
を
も
ら
っ
て
、
ま
た

―５９―
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分
け
ま
す
ね
。
Ｍ
省
の
物
価
水
準
が
高
く
、
賃
金
水
準
も
高
い
か
ら
、

じ
ゃ
あ
、
例
え
ば
一
年
間
に
六
、
〇
〇
〇
万
元
を
あ
げ
ま
す
。
そ
し
て

安
徽
省
の
物
価
水
準
が
安
く
、
賃
金
水
準
も
安
い
の
で
、
じ
ゃ
あ
、

五
、
〇
〇
〇
万
元
を
あ
げ
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
我
々
省
レ
ベ
ル

（
�
）

の
会
社
の
賃
金
総
額
が
決
め
ら
れ
ま
す
ね
。」

こ
れ
は
ま
さ
に
昔
の
計
画
経
済
期
の
賃
金
総
額
の
決
定
方
法
で
あ
る
。
Ｓ

社
と
中
央
政
府
と
の
間
で
は
「
賃
金
総
額
と
企
業
生
産
経
営
業
績
と
を
リ
ン

ク
す
る
制
度
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｓ
社
内
部
の
各
支
社
の
賃
金
総
額

の
決
定
は
、
賃
金
本
金
の
金
額
に
基
づ
い
て
、
各
会
社
・
機
構
の
従
業
員

数
、
各
地
域
の
生
活
水
準
、
賃
金
水
準
、
そ
し
て
社
会
全
般
的
な
バ
ラ
ン
ス

や
社
会
安
定
な
ど
の
要
素
を
考
え
な
が
ら
逆
算
の
方
法
で
行
わ
れ
て
お
り
、

「
賃
金
総
額
と
企
業
生
産
経
営
業
績
と
を
リ
ン
ク
す
る
制
度
」
の
姿
は
全
く

見
え
な
い
。
こ
れ
は
約
三
〇
年
間
進
め
ら
れ
て
き
た
国
有
企
業
の
改
革
が
な

か
な
か
進
ん
で
な
い
部
分
で
あ
ろ
う
。
毎
年
利
潤
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る

Ｚ
社
は
そ
の
業
績
と
対
応
し
た
賃
金
総
額
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

如
何
に
限
ら
れ
た
賃
金
総
額
の
中
で
賃
金
分
配
制
度
を
設
計
し
て
従
業
員
た

ち
の
働
く
意
欲
を
引
き
出
す
か
は
、
Ｚ
社
の
人
的
資
源
部
が
直
面
し
て
い
る

最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

３
―
２

賃
金
水
準

Ｍ
省
の
経
済
は
発
展
し
て
お
り
、
物
価
水
準
が
比
較
的
高
く
、
労
働
者
の

賃
金
水
準
も
中
国
の
他
の
省
に
比
べ
る
と
高
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
Ｚ
社
の
賃
金
総
額
の
決
定
は
国
の
計
画
経
済
分
配
方
式
の
下
で
行
わ
れ

て
お
り
、
会
社
が
分
配
で
き
る
賃
金
総
額
は
限
ら
れ
て
い
る
。
小
論
の
第
二

章
の
Ｚ
社
の
教
育
訓
練
の
箇
所
で
、
Ｚ
社
の
賃
金
水
準
に
つ
い
て
簡
単
に
紹

介
し
た
。
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
Ｚ
社
の
平
均
賃
金
水
準
は
Ｍ
省
の
平

（
�
）

均
賃
金
水
準
よ
り
高
い
も
の
の
、
絶
対
的
に
高
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
の

た
め
、
労
働
力
の
流
動
化
が
進
み
、
離
職
率
が
高
い
水
準
を
維
持
し
、
従
業

員
の
教
育
訓
練
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
出
て
い
る
。

「
弊
社
の
平
均
賃
金
水
準
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｍ
省
に
は
優
秀
な

企
業
、
賃
金
が
高
い
と
こ
ろ
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
ら
、
弊
社
の
賃

金
は
優
位
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
上
（
上
級
会
社
―
筆
者
注
）
は
そ
ん

な
に
細
か
い
こ
と
を
考
え
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
し
か
も
、
こ
の
集

団
会
社
全
般
の
バ
ラ
ン
ス
、
国
有
企
業
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。
弊
社
は
Ｍ
省
に
あ
る
の
で
、
賃
金
水
準
は
他
の
省
の
兄

弟
会
社
よ
り
や
や
高
い
と
思
い
ま
す
が
、
Ｍ
省
内
の
水
準
で
い
う
と
、

（
�
）

そ
れ
ほ
ど
高
く
あ
り
ま
せ
ん
よ
。」

３
―
３

賃
金
制
度

次
に
、
Ｚ
社
の
賃
金
分
配
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
賃
金
総
額
の
決
定
は
、
ま
だ
計
画
経
済
期
の

管
理
の
仕
組
み
が
残
っ
て
い
る
た
め
に
、
人
的
資
源
部
が
分
配
で
き
る
賃
金

総
額
は
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
企
業
の
業
績
と
ほ
と
ん
ど
関
係
な
く
決
め
ら

れ
る
賃
金
総
額
の
配
分
を
通
じ
て
、
如
何
に
労
働
者
の
労
働
意
欲
を
引
き
出

す
か
は
、
Ｚ
社
の
人
的
資
源
部
が
直
面
し
て
い
る
最
も
重
要
な
課
題
で
あ

る
。
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Ｚ
社
の
従
業
員
は
大
き
く
二
種
類
に
分
類
で
き
る
。
一
つ
は
Ｚ
社
の
オ
フ

ィ
ス
職
員
、
経
理
、
主
任
か
ら
主
�
、
助
理
主
�
ま
で
を
含
む
、
Ｚ
社
の
名

称
で
言
う
と
、
い
わ
ゆ
る
「
管
理
人
員
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド
の
加
油
員
（
作
業
員
）
や
、
運
輸
チ
ー
ム
の
ド
ラ
イ
バ
ー
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
「
操
作
人
員
」
で
あ
る
。「
管
理
人
員
」
と
「
操
作
人
員
」
は
若

干
異
な
る
賃
金
制
度
が
適
応
さ
れ
て
い
る
。

【「
管
理
人
員
」
の
賃
金
制
度
】

原
則
的
に
、
Ｚ
社
の
「
管
理
人
員
」
の
賃
金
は
、
主
に
二
つ
の
部
分
か
ら

構
成
さ
れ
る
。
一
つ
は
基
本
給
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
業
績
給
で
あ
る
。
基

（
�
）

本
給
は
、
さ
ら
に
「
崗
位
給
」
と
「
年
功
給
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
要
す
る

に
、「
管
理
人
員
」
の
賃
金
は
下
記
の
式
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

賃
金＝

基
本
給
＋
業
績
給

＝

崗
位
給
＋
年
功
給
＋
業
績
給

し
か
し
、
Ｚ
社
の
賃
金
明
細
票
を
見
て
み
る
と
、
大
部
分
の
人
の
賃
金
は

こ
れ
が
当
て
は
ま
る
が
、
一
部
（
一
五
人
）
の
人
は
そ
う
で
は
な
い
。
彼
ら

の
賃
金
に
は
も
う
一
つ
の
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
保
留
手
当
」
で
あ
る
。

こ
の
「
保
留
手
当
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
こ
れ
（『
保
留
手
当
』
―
筆
者
注
）
は
経
緯
が
絡
ん
だ
問
題
で
す

ね
。
法
律
上
か
ら
見
る
と
、
労
働
契
約
を
結
ぶ
と
、
労
働
者
は
企
業
の

従
業
員
と
な
り
ま
し
て
、
誰
で
も
同
じ
で
す
。
契
約
書
の
様
式
も
同
じ

で
す
。
し
か
し
、
今
、
弊
社
の
従
業
員
に
は
も
う
一
つ
の
区
分
が
あ
り

ま
す
。
一
九
九
八
年
に
、
わ
が
社
（
Ｋ
社
―
筆
者
注
）
が
設
立
さ
れ

て
、
主
に
北
方
で
市
場
を
開
拓
し
て
き
ま
し
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、

一
九
九
九
年
、
わ
が
社
（
Ｋ
社
―
筆
者
注
）
は
南
方
市
場
を
開
拓
す
る

た
め
に
、
現
在
の
こ
の
会
社
（
Ｚ
社
―
筆
者
注
）
を
設
立
し
ま
し
た
。

新
し
い
会
社
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
最
初
は
や
は
り
本
社
か
ら
人
を
選

び
ま
し
た
。
私
た
ち
、
一
〇
名
は
、
そ
の
当
時
、
北
方
の
各
社
か
ら
選

ば
れ
、
南
方
へ
行
け
と
指
示
さ
れ
ま
し
た
。
選
ば
れ
た
人
は
全
部
北
の

人
間
で
す
。
し
か
も
、
私
の
よ
う
な
年
代
の
人
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど

の
人
は
結
婚
し
て
い
ま
し
た
。
子
供
も
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
南
方
で
働

く
か
ら
と
い
っ
て
、
妻
と
子
供
を
北
方
に
残
し
て
い
く
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
。
特
に
奥
さ
ん
た
ち
は
元
々
仕
事
を
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一

緒
に
南
方
に
行
く
た
め
に
は
仕
事
を
辞
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
彼
女
た
ち
は
年
齢
も
若
く
な
い
し
、
知
識
や
技
術
も
そ
れ
ほ
ど
持

っ
て
い
な
い
し
、
言
葉
も
違
い
ま
す
か
ら
、
南
方
に
来
て
再
就
職
す
る

の
は
か
な
り
困
難
で
し
た
。
私
た
ち
も
、
初
め
て
南
方
で
生
活
す
る
者

ば
か
り
で
し
た
し
、
知
り
合
い
や
友
達
も
多
く
な
か
っ
た
の
で
、
奥
さ

ん
た
ち
の
再
就
職
に
誰
も
手
伝
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
会
社
側
も
奥
さ
ん
た
ち
に
仕
事
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
仕
方
な
く
、
会
社
は
こ
の
人
た
ち
を
補
助
す
る
た
め
に
、
こ
う

（
�
）

い
う
手
当
、
月
八
〇
〇
元
を
出
し
ま
す
と
約
束
し
ま
し
た
。」

こ
の
話
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、「
保
留
手
当
」
は
Ｚ
社
の
創
業
者
た
ち
の

家
族
に
対
す
る
補
償
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
聞
き
取
り
を
進
め

る
う
ち
に
、
こ
れ
ら
の
創
業
者
た
ち
が
そ
の
他
の
社
員
よ
り
多
く
も
ら
え
る

分
は
こ
の
「
保
留
手
当
」
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

―６１―
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「
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
名
目
上
は
『
旅
費
手
当
』
と
言

い
ま
す
が
、
こ
れ
も
歴
史
的
経
緯
の
問
題
（
計
画
経
済
期
の
問
題
）
に

対
す
る
解
決
策
で
す
。
若
い
頃
か
ら
、
私
た
ち
は
ず
っ
と
こ
の
国
有
企

業
で
働
い
て
、
そ
の
当
時
の
国
有
企
業
に
は
、
様
々
な
手
当
が
あ
り
ま

し
た
。
例
え
ば
生
活
手
当
や
、
石
炭
手
当
、
辺
境
地
域
手
当
、
等
々
。

し
か
し
、
南
方
に
来
る
と
、
そ
の
手
当
を
な
く
し
て
、
給
料
だ
け
し
か

も
ら
え
な
い
、
や
っ
ぱ
り
お
か
し
い
で
す
よ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
手
当
は
当

時
の
政
府
が
認
証
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
元
々
収
入
の
中
に

そ
の
手
当
も
あ
っ
て
、
良
か
っ
た
の
に
、
南
方
に
行
く
と
、
収
入
が
減

っ
た
と
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
不
満
が
あ
り
ま
し
た
。
じ
ゃ
あ
、
こ
の
部

（
�
）

分
に
一
、
五
〇
〇
元
を
『
旅
費
手
当
』
と
し
て
支
払
お
う
と
。」

し
か
し
、
こ
の
「
旅
費
手
当
」
は
賃
金
明
細
票
の
表
記
項
目
に
は
な
く
、

「
職
工
旅
費
手
当
明
細
票
」
と
い
う
別
紙
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
Ｚ
社
の
創
立
者
た
ち
の
賃
金
（「
旅
費
手
当
」
を
除
く
）
は

下
記
の
算
式
と
し
て
整
理
で
き
る
。
即
ち

賃
金＝

基
本
給
＋
保
留
手
当
＋
業
績
給

＝

崗
位
給
＋
年
功
給
＋
保
留
手
当
＋
業
績
給

と
こ
ろ
で
、
上
で
述
べ
た
賃
金
構
成
の
違
い
か
ら
従
業
員
の
身
分
格
差
が

見
え
て
く
る
。
社
内
の
言
葉
で
言
う
と
、
北
方
の
本
社
か
ら
来
た
創
業
者
た

ち
は
「
系
統
内
職
工
」
と
呼
び
、
南
方
で
Ｚ
社
を
作
っ
た
際
に
雇
用
し
た
従

業
員
た
ち
は
「
社
聘
職
工
」
と
呼
ぶ
。「
系
統
内
職
工
」
と
「
社
聘
職
工
」

の
違
い
を
見
る
と
、
ま
ず
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
待
遇
は
異
な
る
。
例
え

ば
、
職
位
を
見
て
み
る
と
、「
系
統
内
職
工
」
た
ち
の
多
く
は
Ｚ
社
の
主
任

や
経
理
な
ど
の
重
要
な
職
位
に
就
い
て
い
る
。

実
は
、
Ｚ
社
に
は
も
う
一
種
類
の
従
業
員
が
存
在
し
、
そ
れ
は
「
外
聘
職

工
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
外
聘
職
工
」
は
前
述
し
た
二
種
類
の
雇
用
形
態

と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
籍
は
Ｚ
社
に
存
在
せ
ず
、
日
本
の
請
負
労
働
者

と
よ
く
似
て
い
る
。
筆
者
が
調
査
を
行
っ
た
時
点
で
は
、
Ｚ
社
の
「
外
聘
職

工
」
は
五
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
教
育
訓
練
の
講
師
や
、
雑
務
人
員
で
あ
る
。
彼

ら
の
賃
金
構
成
は
非
常
に
簡
単
で
、「
協
議
制
賃
金
」
だ
け
で
あ
る
。
即
ち

彼
ら
と
Ｚ
社
と
話
し
合
い
に
よ
っ
て
賃
金
額
が
決
ま
る
。

〈
基
本
給
〉

こ
こ
で
は
ま
ず
、
正
規
従
業
員
（「
系
統
内
職
工
」
と
「
社
聘
職
工
」）
た

ち
の
基
本
給
の
明
細
票
を
見
な
が
ら
、
Ｚ
社
の
従
業
員
の
基
本
給
制
度
を
詳

し
く
観
察
し
て
み
よ
う
。（
図
３
―
１
を
参
照
）

漓
崗
位
給
。

本
章
の
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
崗
位
給
は
労
働
者
が
就
く
職
位
に
基
づ

い
て
決
め
ら
れ
る
賃
金
で
あ
る
。
こ
の
給
与
部
分
は
平
均
水
準
（
操
作
人
員

も
含
む
）
を
見
る
と
、
労
働
者
の
賃
金
の
四
〇
〜
五
〇
％
を
占
め
て
い
る
。

計
画
経
済
期
に
、
政
府
は
八
級
賃
金
制
度
の
賃
金
基
準
表
一
枚
に
よ
っ
て
一

つ
の
産
業
全
体
の
賃
金
水
準
を
決
め
て
い
た
。
現
在
、
こ
の
基
本
給
は
如
何

に
決
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

「
崗
位
給
は
個
人
賃
金
の
基
礎
の
部
分
で
、
私
た
ち
が
決
め
た
ん
で

す
。
こ
れ
は
全
国
の
統
一
な
水
準
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
中
国
は
広
く

て
、
各
地
域
の
生
活
水
準
が
違
い
ま
す
か
ら
、
本
社
は
賃
金
額
を
統
一
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す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
例

え
ば
、
一
般
労
働
者
の
賃
金
を

取
り
上
げ
れ
ば
、
甘
肅
省
で

は
、
基
本
給
と
業
績
給
を
、
合

わ
せ
て
三
〇
〇
元
あ
れ
ば
十
分

で
す
が
、
Ｍ
省
で
は
、
お
そ
ら

く
一
、
〇
〇
〇
元
を
出
さ
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、

も
し
本
社
が
基
本
給
を
全
国
で

統
一
し
て
、
一
〇
〇
元
だ
と
す

る
と
、
甘
肅
省
で
、
全
部
三
〇

〇
元
あ
れ
ば
よ
い
の
で
、
一
〇

〇
元
を
基
本
給
に
し
て
、
残
り

の
二
〇
〇
元
を
業
績
給
に
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
で

何
と
か
や
っ
て
い
け
ま
す
が
、

弊
社
の
場
合
を
見
る
と
、
一
〇

〇
元
を
基
本
給
に
す
る
と
、
残

り
の
九
〇
〇
元
を
全
て
業
績
給

に
し
て
し
ま
い
ま
す
か
？
そ
れ

は
無
理
で
す
。
例
え
ば
あ
る
従

業
員
が
、
今
月
の
業
績
考
課
が

良
く
な
く
て
、
５０
点
し
か
も
ら

え
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
業
績
給
は
四
五
〇
元
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
基

本
給
は
一
〇
〇
元
な
の
で
、
今
月
の
給
料
は
全
部
で
五
五
〇
元
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
だ
と
、
Ｍ
省
の
最
低
賃
金
標
準
よ
り
も
低
い
で
す
よ
。
法

（
�
）

律
違
反
に
な
り
ま
す
よ
。」

「
華
東
会
社
は
弊
社
に
一
定
の
賃
金
総
額
を
与
え
、
私
た
ち
は
こ
の

金
額
を
分
割
し
て
分
け
与
え
ま
す
。
ケ
ー
キ
は
全
て
こ
れ
だ
け
（
与
え

ら
れ
た
賃
金
総
額
―
筆
者
注
）
あ
り
ま
し
て
、
最
後
分
配
し
た
金
額
は

こ
の
ケ
ー
キ
の
量
を
超
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
各
地
に
は
そ
の

地
区
ご
と
の
賃
金
水
準
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
助
理
主
�
の
賃
金
水
準

は
お
お
よ
そ
ど
の
く
ら
い
か
を
調
べ
て
、
そ
れ
あ
る
程
度
参
考
に
し
な

が
ら
、
助
理
主
�
の
賃
金
水
準
を
決
め
ま
す
。
例
え
ば
助
理
主
�
の
賃

金
係
数
を
一
に
す
る
と
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
、
主
�
の
賃
金
係
数
は

一
・
一
、
主
管
の
賃
金
係
数
は
一
・
二
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
賃

金
総
額
も
考
慮
し
な
が
ら
、
各
崗
級
の
賃
金
係
数
を
決
め
て
い
き
ま

す
。
つ
ま
り
、
逆
算
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
基
本
給
と
業

績
給
、
こ
の
二
つ
の
部
分
を
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率
を
確
定
し
ま

す
ね
。
こ
の
確
定
の
際
に
、
現
地
の
最
低
賃
金
水
準
や
労
働
者
の
労
働

意
欲
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
賃
金
水
準
は

（
�
）

決
定
さ
れ
る
の
で
す
。」

以
上
の
よ
う
に
、
本
社
（
Ｓ
社
―
筆
者
注
）
は
各
支
社
の
賃
金
総
額
だ
け

を
決
定
し
、
具
体
的
に
そ
れ
を
各
支
社
が
如
何
に
分
配
す
る
の
か
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
干
渉
し
な
い
。
各
支
社
は
上
か
ら
ブ
レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
さ
れ
る
賃

金
総
額
の
範
囲
内
で
、
独
自
の
賃
金
分
配
ル
ー
ル
を
作
っ
て
い
る
。

図 3−1 Z 社 7月賃金計算明細票（基本給―筆者注）

7月賃金計算明細票
社名：Z 社 単位：元 製表日付：

支給
賃金額

注：現地調査資料による。

引金
合計

工会費
住宅
公積金

失業
保険

医療
保険

養老
保険

賃金額
保留
手当

年功給崗位給名前部門番
号
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基
本
給
の
決
め
方
か
ら
、
賃
金
制
度
の
性
格
（「
仕
事
基
準
」
か
、「
人
基

準
」
か
）
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｚ
社
の
年
功
給
に
つ
い
て
は
、
後

述
で
詳
し
く
説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
、
崗
位
給
に
注
目
し
て
Ｚ
社
の
賃
金
制

度
の
性
格
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

聞
き
取
り
調
査
を
通
じ
て
、
筆
者
は
Ｚ
社
に
表
３
―
１
の
よ
う
な
崗
位
賃

金
基
準
表
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
表
３
―
１
は
Ｚ
社
の
崗
位
給
基

準
表
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
金
額
は
架
空
の
も
の
で
あ
る
。

表
３
―
１
の
よ
う
に
、
Ｚ
社
労
働
者
の
崗
位
給
は
二
段
階
が
分
か
れ
て
い

る
。
総
経
理
、
党
委
書
記
と
副
経
理
の
賃
金
は
崗
位
等
級
が
な
く
、「
年
俸

制
」
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
そ
し
て
経
理
助
理
以
下
の
崗
位
給
は
崗
級
一
か
ら

崗
級
七
ま
で
、
七
つ
の
等
級
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
崗
級
五
は
市
級
子
会
社

だ
け
に
あ
り
、
Ｚ
社
に
は
該
当
職
位
は
存
在
し
な
い
。

「
こ
れ
は
弊
社
の
『
崗
位
等
級
賃
金
制
度
』
で
す
。
副
経
理
以
上
は

年
俸
制
が
適
応
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
制
度
は
主
に
助
理
主
�
か

ら
経
理
助
理
ま
で
の
一
般
管
理
職
位
に
対
し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。
会
社

（
Ｓ
社
―
筆
者
注
）
で
は
、
崗
位
等
級
の
規
定
に
つ
い
て
全
国
的
に
統

一
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
等
級
は
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
各

等
級
の
賃
金
額
は
統
一
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
本
社
の
崗
位
等
級

に
関
す
る
規
定
を
言
う
と
、
省
級
会
社
の
経
理
助
理
は
崗
位
等
級
一
、

省
級
会
社
の
部
門
主
任
と
市
級
子
会
社
の
経
理
は
崗
位
等
級
二
、
省
級

会
社
の
部
門
副
主
任
と
市
級
子
会
社
の
副
経
理
は
崗
位
等
級
三
、
省
級

会
社
の
主
管
と
市
級
子
会
社
の
安
全
総
監
は
崗
位
等
級
四
、
市
級
子
会

社
の
部
門
副
主
任
は
崗
位
等
級
五
、
省
級
会
社
の
主
�
と
市
級
子
会
社

表 3−1 Z 社の崗位給基準表のイメージ表

崗位等級賃金基準表
社名：Z 社 単位：元

六

―

―

―

1720

1600

1480

1340

1220

1100

―

作成者： 製表日付： 年 月 日
注：漓筆者が聞き取り調査によって作成。括弧内は筆者注。

滷金額は架空のものである。

五

―

―

―

1700

1580

1440

1320

1200

1080

―

四

―

―

―

1680

1560

1420

1300

1180

1060

―

三

―

―

―

1660

1540

1400

1280

1160

1040

―

二

―

―

―

1640

1520

1380

1260

1140

1020

920

一

―

―

―

1620

1500

1360

1240

1120

1000

900

等級
崗位等級

総経理

党委書記

副経理

崗級一（経理助理）

崗級二（部門主任）

崗級三（部門副主任）

崗級四（主管）

崗級五

崗級六（主�）
崗級七（助理主�）
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代
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の
部
門
副
主
任
は
崗
位
等
級
六
で
、
省
級
会
社
の
助
理
主
�
と
市
級
子

（
�
）

会
社
の
主
�
は
崗
位
等
級
七
に
な
り
ま
す
。」

表
３
―
１
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
各
崗
級
に
は
六
つ
の
級
が
設
定
さ

れ
て
い
る
。
金
額
を
見
る
と
、
各
級
の
間
の
差
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

「
例
え
ば
弊
社
の
あ
る
人
は
、
現
在
主
管
の
職
位
に
就
い
て
い
ま

す
。
主
管
は
崗
級
四
で
す
ね
。
仮
に
彼
が
主
管
に
な
っ
た
ば
か
り
だ
と

す
れ
ば
、
崗
級
四
で
、
崗
位
給
は
一
、
二
四
〇
元
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
彼
が
上
の
職
位
に
上
が
れ
な
く
て
、
ず
っ
と
主
管
だ
と
す
れ
ば
、

賃
金
は
ど
う
す
る
の
か
。
ず
っ
と
一
、
二
四
〇
元
の
ま
ま
で
は
良
く
な

い
の
で
、
三
年
間
を
経
っ
て
同
じ
崗
級
四
に
と
ど
ま
る
場
合
、
賃
金
を

少
し
上
げ
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
経
緯
で
こ
の
六
つ
の
級

が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
三
年
間
で
一
級
上
が
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
全
部
で
六
級
し
か
な
い
の
で
、
六
級
に
な
っ
て
、
上
の
崗
級

に
上
が
れ
な
け
れ
ば
、
六
級
で
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
長
い

で
す
よ
。
三
年
間
で
一
級
上
り
ま
す
か
ら
、
定
期
昇
給
が
止
ま
る
ま
で

に
は
一
八
年
間
も
要
し
ま
す
。
し
か
し
、
通
常
、
こ
の
よ
う
に
ず
っ
と

上
に
上
が
れ
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
よ
。
例
え
ば
主
管
の
場
合
、
大
部
分

の
人
は
も
し
最
初
の
三
年
間
で
上
に
い
け
な
く
て
も
、
次
の
三
年
の
間

に
上
が
っ
て
行
き
ま
す
。
上
に
上
が
れ
な
い
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ

（
�
）

ん
。」

上
の
話
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
従
業
員
は
「
主
�
」
か
ら
「
経
理

助
理
」
ま
で
の
職
位
に
就
く
と
、
崗
位
級
は
こ
の
「
崗
位
等
級
賃
金
基
準

表
」
を
通
じ
て
自
動
的
に
決
め
ら
れ
る
。
異
動
が
な
く
そ
の
職
位
に
と
ど
ま

る
限
り
、
三
年
間
で
一
つ
の
等
級
を
上
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
完
全
な
年
功

制
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
崗
級
に
は
六
つ
の
級
し
か
な
く
、
最
後
の
級

に
達
す
る
と
、
も
う
一
つ
上
の
崗
級
に
上
ら
な
い
限
り
、
崗
位
給
は
そ
こ
で

止
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
か
ら
、
Ｚ
社
の
崗
位
給
は
日
本
の
「
人
基
準
」

の
職
能
給
と
違
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
は
「
助
理
主
�
」、「
主
�
」
と
「
主
管
」
の
崗
位
給
の

性
格
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
助

理
主
�
」、「
主
�
」
と
「
主
管
」
は
管
理
職
の
職
名
で
は
な
く
、
日
本
の
職

能
資
格
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
論
上
で
言
う
と
、
Ｚ
社
の
「
助
理
主

�
」
は
誰
で
も
年
功
で
「
主
�
」
の
最
後
の
級
（
崗
級
六
の
六
│
│
一
、
一

〇
〇
元
）
に
着
く
こ
と
が
で
き
る
。「
主
管
」
は
人
数
の
制
限
が
あ
る
の

で
、
空
き
が
な
い
た
め
に
「
主
管
」
の
資
格
を
も
ら
え
ず
、
ず
っ
と
「
主

�
」
で
崗
位
給
が
一
、
一
〇
〇
元
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
従
業
員
の
存
在
も
可

能
で
あ
る
。
表
３
―
１
の
中
に
、「
崗
級
七
」
の
「
助
理
主
�
」
は
九
〇
〇

元
と
九
二
〇
元
、
二
つ
の
級
し
か
設
定
さ
れ
ず
、
こ
れ
は
「
助
理
主
�
」
が

長
く
て
も
勤
続
五
年
間
（
高
卒
の
場
合
）
で
「
主
�
」
に
な
れ
る
か
ら
で
あ

る
。ま

た
、
Ｚ
社
は
外
部
労
働
市
場
か
ら
の
雇
用
、
又
は
前
述
し
た
「
社
内
管

理
職
位
競
聘
上
崗
制
度
」
を
通
じ
て
人
材
採
用
と
社
内
配
置
を
行
っ
て
お

り
、
従
業
員
が
最
終
的
に
就
く
職
位
に
よ
っ
て
賃
金
が
決
め
ら
れ
る
。
原
則

的
に
、
職
位
が
変
わ
れ
ば
、
賃
金
も
変
わ
る
。
例
え
ば
、
元
々
部
門
主
任
に

就
い
て
い
た
人
が
競
聘
で
負
け
て
し
ま
い
、
部
門
副
主
任
に
な
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
賃
金
は
部
門
主
任
の
崗
級
二
か
ら
崗
級
三
に
変
更
さ
れ
て
し
ま

―６５―
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（
�
）

う
。
い
わ
ゆ
る
「
能
上
能
下
、
易
崗
易
薪
」
で
あ
る
。

滷
年
功
給
。

年
功
給
は
勤
続
年
数
の
長
さ
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
賃
金
部
分
で
あ
る
。

筆
者
が
実
施
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
Ｚ
社
で
は
、
勤
続
年
数
が
一
年
以
上

（
最
初
の
一
年
間
は
年
功
給
な
し
）
か
ら
一
〇
年
未
満
の
場
合
は
毎
年
四
元

昇
給
す
る
。
そ
し
て
一
〇
年
以
上
二
〇
年
未
満
の
場
合
は
毎
年
八
元
昇
給
す

る
。
二
〇
年
間
以
上
の
場
合
は
毎
年
一
二
元
上
昇
す
る
。
例
え
ば
、
Ａ
さ
ん

が
Ｚ
社
に
入
社
し
て
か
ら
今
年
で
五
年
目
に
な
る
と
す
れ
ば
、
年
功
給
は
下

記
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
る
。

Ａ
さ
ん
の
年
功
給＝

4

×5＝
2

0
元

ま
た
、
Ｂ
さ
ん
は
Ｚ
社
に
入
社
し
て
今
年
で
一
九
年
目
、
年
功
給
は
下
記

の
通
り
で
あ
る
。

Ｂ
さ
ん
の
年
功
給＝

4

×1
0

＋8

×9＝
1

1
2
元

Ｃ
さ
ん
は
Ｚ
社
に
入
社
し
て
今
年
で
三
八
年
目
、
年
功
給
は
下
記
の
通
り

で
あ
る
。

Ｃ
さ
ん
の
年
功
給＝
4

×1
0

＋8

×1
0

＋1
2

×8＝
3

3
6
元

と
こ
ろ
で
、
従
業
員
の
入
社
日
は
各
人
で
違
う
た
め
、
各
人
の
入
社
日
に

基
づ
い
て
年
功
給
を
計
算
す
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
計
算
の

手
間
を
省
く
た
め
に
、
Ｚ
社
で
は
、
年
功
給
の
算
定
基
準
を
毎
年
一
月
一
日

に
設
定
し
て
い
る
。
最
初
の
一
年
間
を
満
た
す
と
、
そ
の
次
の
月
か
ら
年
功

給
が
加
算
さ
れ
る
が
、
年
功
給
が
加
算
さ
れ
て
か
ら
一
月
一
日
ま
で
一
年
間

を
満
た
さ
な
く
て
も
、
年
功
給
が
も
う
一
度
昇
給
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
Ｄ
さ

ん
の
入
社
日
が
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
〇
日
だ
と
す
る
と
、
二
〇
〇
六
年
の

一
〇
月
九
日
で
一
年
間
と
な
り
、
一
一
月
一
日
か
ら
月
給
の
中
に
四
元
の
年

功
給
が
加
算
さ
れ
る
。
そ
し
て
二
〇
〇
七
年
一
月
一
日
に
な
る
と
、
一
一
月

一
日
か
ら
わ
ず
か
二
ヶ
月
の
期
間
し
か
経
っ
て
い
な
い
が
、
一
年
間
と
し
て

計
算
さ
れ
、
年
功
給
は
毎
月
四
元
か
ら
八
元
へ
と
上
昇
す
る
。
即
ち
二
〇
〇

七
年
一
月
一
日
か
ら
の
一
年
間
、
Ｄ
さ
ん
の
毎
月
八
元
の
年
功
給
を
も
ら
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
は
、
通
常
通
り
、
毎
年
一
月
一
日
に
年
功
給
が
昇
給

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

澆
保
留
手
当
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
系
統
内
職
工
」
だ
け
に
支
払
わ
れ
、
同
一
金
額

の
八
〇
〇
元
で
あ
る
。「
社
聘
職
工
」
と
「
外
聘
職
工
」
は
対
象
外
で
あ

る
。潺

賃
金
額
。

潸
養
老
保
険
、
医
療
保
険
、
失
業
保
険
と
住
宅
公
積
金
。

聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
従
業
員
の
賃
金
水
準
と
関

係
な
く
、
政
府
の
政
策
に
基
づ
い
て
現
地
の
社
会
保
険
機
関
に
請
求
さ
れ
た

金
額
の
通
り
で
支
払
わ
れ
て
い
る
。

澁
工
会
費
。

工
会
法
に
よ
る
と
、
個
人
が
納
入
す
る
工
会
費
は
工
会
員
の
賃
金
水
準
の

一
定
比
率
で
計
算
さ
れ
る
と
決
ま
っ
て
い
る
が
、
Ｚ
社
は
計
算
の
便
利
さ
を

求
め
る
た
め
に
、
一
人
毎
月
六
元
を
徴
収
し
て
い
る
。

澀
引
金
合
計
。

潸
の
各
保
険
費
用
と
澁
の
工
会
費
は
、
会
社
が
直
接
に
従
業
員
の
賃
金
か

ら
引
く
部
分
で
あ
る
。
そ
の
計
算
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。
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引
金
合
計＝

養
老
保
険
＋
医
療
保
険
＋
失
業
保
険
＋
住
宅
公
積
金

＋
工
会
費

潯
支
給
賃
金
額
。

こ
れ
は
一
人
の
従
業
員
が
会
社
か
ら
取
得
で
き
る
業
績
給
以
外
の
賃
金
で

あ
り
、
算
式
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

支
給
賃
金
額＝

賃
金
額
―
引
金
合
計

以
上
は
Ｚ
社
の
基
本
給
制
度
で
あ
る
。
職
位
昇
格
や
、
賃
金
昇
給
、
そ
し

て
「
崗
位
等
級
賃
金
基
準
表
」
な
ど
、
様
々
な
特
徴
か
ら
、
Ｚ
社
の
「
管
理

人
員
」
の
賃
金
制
度
の
性
格
を
ま
と
め
る
と
、
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

�
、「
副
経
理
」、「
総
経
理
」、「
党
委
書
記
」
の
賃
金
は
、
年
俸
制
で
あ

る
。

�
、「
部
門
副
主
任
」
か
ら
「
助
理
経
理
」
ま
で
の
賃
金
は
「
仕
事
基
準
」

の
職
位
給
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

�
、「
主
�
」
か
ら
「
主
管
」
ま
で
の
賃
金
は
人
数
制
限
の
あ
る
職
能
資

格
給
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

�
、「
助
理
主
�
」
か
ら
「
主
�
」
ま
で
の
賃
金
は
年
功
的
に
運
用
さ
れ

る
職
能
資
格
賃
金
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
Ｚ
社
の
賃
金
制
度
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
部
分
を
な
す
業
績

給
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

〈
業
績
給
〉

最
初
に
、
基
本
給
と
同
様
に
、
Ｚ
社
の
業
績
賃
金
明
細
票
を
見
て
み
よ

う
。
図
３
―
２
は
Ｚ
社
の
業
績
賃
金
明
細
票
で
あ
る
。

図
３
―
２
を
見
る
限
り
、
業
績

給
は
基
本
給
よ
り
比
較
的
に
簡
略

化
さ
れ
て
お
り
、
主
な
項
目
は

「
賃
金
額
」
だ
け
で
あ
る
。
で

は
、
こ
の
業
績
給
の
「
賃
金
額
」

は
如
何
に
決
め
ら
れ
て
い
る
の

か
。

「
弊
社
の
業
績
給
は
賃
金

の
中
で
重
要
な
一
部
分
で

す
。
基
本
給
は
四
〇
〜
五
〇

％
を
占
め
て
い
る
の
で
、
業

績
給
は
残
り
の
半
分
ぐ
ら
い

に
な
り
ま
す
。
で
も
、
こ
の

部
分
は
非
常
に
簡
単
に
決
ま

り
ま
す
。
一
つ
の
職
位
（
崗

級
―
筆
者
注
）
に
対
し
て
一

つ
だ
け
の
基
本
金
額
が
対
応

し
て
い
ま
す
。
こ
の
基
本
金

額
に
そ
れ
ぞ
れ
の
考
課
点
数

を
か
け
る
と
、
各
人
の
業
績

（
�
）

給
に
な
り
ま
す
ね
。」

表
３
―
２
は
Ｚ
社
の
業
績
給
基

準
表
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
表
中

図 3−2 Z 社 7月業績賃金計算明細票

7月業績賃金計算明細票
社名：Z 社 単位：元 製表日付：

備考

注：現地調査資料による。

支給賃金額個人所得税賃金額名前部門番号
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の
金
額
は
架
空
の
も
の
で
あ
る
。
表
３
―
２
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
Ｚ

社
の
業
績
給
も
崗
位
給
と
同
じ
く
二
つ
の
段
階
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
理

由
も
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
総
経
理
、
党
委
書
記
と
副
経
理
に
は
年
俸
制
が
適

用
さ
れ
て
い
る
。
助
理
経
理
か
ら
助
理
主
�
ま
で
の
各
崗
級
に
対
応
す
る
賃

金
基
準
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
業
績
給
の
賃
金
基
準
も
、
従
業
員

の
崗
位
等
級
の
変
動
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
例
え
ば
、
Ｌ
さ
ん
が
元
々
部
門
主

任
で
あ
っ
た
頃
、
業
績
給
の
賃
金
基
準
は
、
崗
級
二
の
三
、
五
〇
〇
元
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
競
聘
で
彼
が
競
争
相
手
に
負
け
て
し
ま
い
、
部
門
副
主
任

に
就
く
こ
と
に
な
る
と
、
彼
の
業
績
給
の
賃
金
基
準
は
崗
級
三
の
三
、
〇
〇

〇
元
と
な
る
。

上
の
話
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
従
業
員
の
業
績
給
は
こ
の
賃
金
基

準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
Ｌ
さ
ん
の
例
で
言
う
と
、
彼
の
業
績
賃

金
基
準
は
三
、
〇
〇
〇
元
で
あ
り
、
今
月
の
人
事
考
課
点
数
が
九
〇
点
と
す

る
と
、
今
月
の
業
績
給
は

3
0

0
0

×9
0％
＝

2
7

0
0元

と
な
る
。
こ
の
例
か
ら
、
人
事
考
課
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、

Ｚ
社
の
人
事
考
課
は
如
何
に
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、

我
々
は
Ｚ
社
の
管
理
人
員
の
人
事
考
課
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

〈
人
事
考
課
〉

筆
者
は
二
〇
〇
六
年
八
月
と
二
〇
〇
七
年
一
月
に
、
Ｚ
社
で
二
回
の
現
地

調
査
を
行
っ
た
。
第
一
回
の
調
査
が
終
わ
っ
て
か
ら
半
年
後
に
、
第
二
回
の

調
査
を
行
っ
た
と
き
、
Ｚ
社
の
人
事
考
課
制
度
は
前
回
と
比
べ
て
か
な
り
違

っ
て
い
た
。
Ｚ
社
で
は
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
に
人
事
考
課
に
つ
い
て
大
き
な

変
動
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
二
〇
〇
六
年
八
月
の

調
査
時
点
で
の
人
事
考
課
制
度
を
見
て
み
よ
う
。

（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
以
前
の
人
事
考
課
制
度
）

Ｚ
社
の
人
事
考
課
制
度
に
は
大
ま
か
に
二
種
類
あ
り
、
一
つ
は
月
度
考
課

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
年
度
考
課
で
あ
る
。
月
度
考
課
は
毎
月
末
に
行
わ

れ
、
考
課
対
象
は
従
業
員
個
人
で
は
な
く
、
従
業
員
が
所
属
す
る
部
門
で
あ

る
。
年
度
考
課
は
毎
年
年
末
に
行
わ
れ
、
主
な
考
課
対
象
は
部
門
副
主
任
、

部
門
主
任
、
市
レ
ベ
ル
子
会
社
の
経
営
ト
ッ
プ
と
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
最

高
責
任
者
で
あ
る
。
ま
ず
、
月
度
考
課
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

表 3−2 業績賃金基準表のイメージ表

業績賃金基準表
社名：Z 社 単位：元

賃金基準

––

––

––

4000

3500

3000

2500

2300

2200

2000

作成者： 製表日付： 年 月 日
注：漓筆者が聞き取り調査によって作

成。括弧内は筆者注。
滷金額は架空のものである。

崗位等級

総経理

党委書記

副経理

崗級一（経理助理）

崗級二（部門主任）

崗級三（部門副主任）

崗級四（主管）

崗級五

崗級六（主�）
崗級七（助理主�）
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Ｚ
社
で
は
、
企
業
管
理
部
が
月
度
考
課
を
行
っ
て
い
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た

よ
う
に
、
月
度
考
課
は
部
門
を
対
象
に
し
て
考
課
が
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
毎
月
末
に
、
企
業
管
理
部
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
Ｚ
社
の
各
部
門
は
一

つ
の
考
課
点
数
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
課
点
数
は
各
部
門
に
所

属
し
て
い
る
従
業
員
の
業
績
賃
金
と
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き

点
は
、
一
つ
の
部
門
は
一
つ
だ
け
し
か
点
数
が
付
け
ら
れ
ず
、
部
門
内
の

個
々
従
業
員
の
点
数
は
全
員
一
律
で
あ
る
。
例
え
ば
財
務
資
産
部
の
今
月
の

月
度
考
課
の
点
数
が
九
〇
点
だ
と
す
る
と
、
財
務
資
産
部
に
所
属
す
る
全
て

の
従
業
員
の
月
度
考
課
の
点
数
は
九
〇
点
に
な
る
。

で
は
、
企
業
管
理
部
は
如
何
に
月
度
考
課
を
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

毎
月
月
末
に
な
る
と
、
企
業
管
理
部
は
各
部
門
へ
の
「
部
門
業
績
月
度
考

課
標
準
表
」
を
所
定
考
課
部
門
・
機
関
に
配
布
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
課
部
門

・
機
関
の
責
任
者
が
対
象
部
門
の
評
価
や
考
課
点
数
を
付
け
て
い
る
。
例
え

ば
、
営
業
部
に
対
し
て
月
度
考
課
を
行
う
場
合
、
考
課
部
門
・
機
関
は
Ｚ
社

の
財
務
資
産
部
、
企
業
管
理
部
、
営
業
専
任
副
経
理
と
華
東
会
社
が
あ
る
。

各
考
課
部
門
は
定
め
ら
れ
た
考
課
項
目
に
に
つ
い
て
点
数
を
付
け
た
後
、
そ

れ
を
企
業
管
理
部
に
提
出
す
る
。（
表
３
―
３
を
参
照
）

表
３
―
３
は
営
業
部
門
の
「
部
門
業
績
月
度
考
課
標
準
表
」
で
あ
る
。
こ

の
表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
月
度
考
課
の
指
標
に
は
定
量
指
標
と
定
性
指
標

が
あ
る
。
定
量
指
標
は
主
に
利
潤
や
、
販
売
量
、
目
標
達
成
率
な
ど
を
評
価

す
る
の
に
対
し
て
、
定
性
指
標
は
対
象
部
門
に
関
す
る
定
性
の
評
価
で
あ

る
。
定
量
指
標
の
各
項
目
に
は
基
準
点
数
（
比
重
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る

が
、
定
性
指
標
の
各
項
目
に
は
そ
う
し
た
規
定
が
な
く
、
こ
こ
で
は
適
切
に

表 3−3 営業部門業績月度考課標準表

部門業績月度考課標準表
部門：営業部

点数計算
達成度／目標値×比重
達成度／目標値×比重
達成度／目標値×比重
達成度／目標値×比重
達成度／目標値×比重
適切に点数を引く
適切に点数を引く
超過 5％毎に 1点を引く
不合格 1項毎に 1点を引く
未処理 1項毎に 1点を引く
調査表による、85％満点
適切に点数を引く
適切に点数を引く

注：現地調査資料より。

考課部門
財務部
華東会社
副経理
副経理
副経理
財務部
企管部
財務部
企管部
企管部
関連部門
副経理
副経理

評価標準
華東会社の指標
華東会社の指標
100％
華東会社の指標
Z 社の指標
Z 社規定
職場の清潔、社服
Z 社基準
華東会社の要求
Z 社基準
85％
Z 社要求
合格率 100％

比重
20

25

30

15

10

10

適
切
に
点
数
を
引
く

110

周期
季
月
月
月
月
月
月
季
月
月
季
月
月

単位
万元
万 t

％
万 t

万 t

万元
評価
％
評価
評価
％
評価
評価

指標名称
利潤総額
機構顧客販売量
目標達成率
加油站販売量
燃料油販売量
未回収金額
事務室環境
部門費用制限
内控建設
効能
満足度
顧客管理
油品品質
点数合計

定

量

定

性
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点
数
が
引
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
考
課
周
期
を
見
る
と
、

「
季
」
と
「
月
」
が
あ
る
。「
季
」
の
場
合
、
一
年
が
四
つ
の
季
に
分

け
ら
れ
、
該
当
指
標
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
季
」
に
あ
る
最
後
の
月
に
評

価
指
標
と
し
て
扱
わ
れ
る
。「
月
」
の
項
目
は
毎
月
考
課
さ
れ
る
指

標
で
あ
る
。
各
考
課
項
目
は
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
部
門
や
機
関
に
点
数

や
評
価
が
付
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
点
数
の
合
計
が
考
課
対
象
部
門
の

月
度
考
課
の
点
数
と
な
る
。

Ｚ
社
の
各
部
門
は
二
種
類
が
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
種
は
定
量

指
標
が
適
用
さ
れ
る
部
門
で
あ
る
。
例
え
ば
営
業
部
、
財
務
資
産

部
、
調
達
運
輸
セ
ン
タ
ー
、
加
油
站
管
理
部
と
市
場
開
発
・
工
程
建

設
部
で
あ
る
。
他
方
、
第
二
種
は
定
量
指
標
が
適
用
さ
れ
な
い
部
門

で
あ
る
。
例
え
ば
企
業
管
理
部
、
人
的
資
源
部
、
経
理
（
党
委
）
事

（
�
）

務
室
、
審
計
監
察
部
と
儲
運
安
全
部
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
行
政
管
理

部
門
で
あ
る
。
第
一
種
に
所
属
す
る
部
門
の
月
度
考
課
の
「
部
門
業

績
月
度
考
課
標
準
表
」
は
表
３
―
３
の
営
業
部
の
例
と
よ
く
似
て
お

り
、
各
部
門
の
満
点
は
一
一
〇
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二

種
の
部
門
に
適
用
さ
れ
る
「
行
政
管
理
部
門
月
度
考
課
標
準
表
」
に

は
定
量
の
指
標
が
存
在
せ
ず
、
各
部
門
の
満
点
は
一
〇
〇
点
で
あ
る

（
表
３
―
４
を
参
照
）。
な
ぜ
Ｚ
社
は
部
門
を
二
種
類
に
分
け
、
点
数

も
差
別
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
第
一
種
の
部
門
は
比
較
的
重
要

で
あ
り
、
会
社
利
益
へ
の
貢
献
が
第
二
種
の
よ
り
大
き
い
か
ら
で
あ

る
。表

３
―
４
は
Ｚ
社
の
人
的
資
源
部
に
対
す
る
「
行
政
管
理
部
門
月

表 3−4 行政管理部門月度考課標準表

行政管理部門月度考課標準表
部門：人的資源部

点数計算

適切に点数を引く

適切に点数を引く
1％毎 1点を引く

考課報告がないと 2点を
引く
支給が遅れると、1日毎
1点を引く

適切に点数を引く

超過 5％毎 1点を引く
不合格 1項毎 1点を引く
未処理 1項毎 1点を引く
調査表による、85％満点
適切に点数を引く

行政管理部門月度考課点数＝100＋引いた点数（負数）

注：現地調査資料より。

考課部門

各部門・副経理

各部門・副経理
副経理

副経理

各部門・副経理

副経理

副経理
主管部門
企管部
各部門
企管部

評価標準

遂行、効果、計
画完成率
遂行、効果
95％

制度の制定、紀
律考課
制度整備、実施
合理
制度整備、実施
合理
Z 社の規定
華東会社の要求
Z 社基準
85％
職場清潔、社服

周期

月

季
月

月

月

月

季
月
月
季
月

単位

評価

評価
％

評価

評価

評価

％
評価
評価
％
評価

指標名称

教育訓練

配置管理
労働契約率

労働紀律管理

賃金福祉管理

幹部考課任用

部門費用制限
内控建設
効能
満足度
事務室環境
点数合計
注

特
殊
指
標

共
通
指
標

現
代
中
国
国
有
企
業
の
雇
用
管
理

―７０―



度
考
課
標
準
表
」
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
考
課
項
目
は
全

て
定
性
指
標
で
あ
る
。
指
標
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
、「
特
殊
指
標
」
は
人

的
資
源
部
の
業
務
に
対
す
る
考
課
指
標
で
あ
る
の
に
対
し
、「
共
通
指
標
」

は
前
述
し
た
第
二
種
部
門
に
共
通
す
る
考
課
指
標
で
あ
る
。「
部
門
業
績
月

度
考
課
標
準
表
」
と
同
様
に
、
各
考
課
項
目
に
基
づ
い
て
点
数
を
付
け
る
の

は
、
所
定
の
部
門
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
数
の
合
計
が
最
終
的
に
考
課
対
象

部
門
の
月
度
考
課
の
点
数
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
は
一
つ
の
点
数
つ
け
ら
れ
て
、
そ
れ

が
当
該
部
門
の
月
度
考
課
点
数
と
な
る
。
部
門
内
の
個
々
従
業
員
は
各
自
の

業
績
賃
金
基
準
に
対
し
て
こ
の
点
数
を
か
け
る
と
、
各
自
の
業
績
給
が
算
出

さ
れ
る
。

次
に
、
Ｚ
社
の
年
度
考
課
を
見
て
み
よ
う
。

「
人
事
考
課
」
の
説
明
の
冒
頭
部
分
で
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
年
度
考

課
は
主
に
部
門
副
主
任
、
部
門
主
任
、
市
レ
ベ
ル
子
会
社
の
経
営
ト
ッ
プ
と

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
最
高
責
任
者
を
対
象
者
と
し
、
年
度
ご
と
に
行
わ
れ

（
�
）

て
い
る
。
考
課
結
果
は
彼
ら
の
年
末
奨
励
金
と
直
接
繋
が
っ
て
お
り
、
第
二

章
の
〈
社
内
管
理
職
位
競
聘
上
崗
制
度
〉
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

の
考
課
の
結
果
が
彼
ら
の
昇
進
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
年

度
考
課
は
如
何
に
行
わ
れ
る
の
か
。

「
年
度
考
課
で
は
、
最
初
に
ま
ず
、
考
課
会
議
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
考
課
対
象
者
は
そ
の
場
で
報
告
し
ま
す
。
報
告
の
内
容
は
各
自
の

業
績
や
、
こ
の
一
年
間
に
や
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
で
す
。
も
ち
ろ
ん
不

足
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
報
告
し
ま
す
。
仕
事
関
係
に
つ
い
て
は
、
み
ん

な
が
見
て
い
ま
す
の
で
、
報
告
す
る
と
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
に

加
え
て
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
我
々
中
国
人
は
昔
か
ら
幹
部
に
「
徳
能

勤
潔
」、
即
ち
「
道
徳
」、「
能
力
」、「
勤
勉
」
と
「
廉
潔
」、
こ
の
四
つ

の
項
目
を
求
め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
先
日
、
温
州
市
内
で
は
台
風
災
害

が
あ
っ
た
際
、
あ
る
幹
部
は
自
分
で
被
災
地
の
募
金
機
関
に
送
金
し

て
、
そ
の
こ
と
を
被
災
地
の
政
府
が
褒
め
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
報
告

す
る
と
き
に
言
っ
て
く
れ
な
い
と
誰
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
報
告
は
一
人

当
た
り
三
〇
分
ぐ
ら
い
で
す
。
弊
社
の
経
営
ト
ッ
プ
、
ま
あ
、
総
経

理
、
党
委
書
記
、
副
経
理
と
私
た
ち
の
人
的
資
源
部
が
彼
ら
の
報
告
を

聞
い
て
、
点
数
を
付
け
ま
す
。
最
終
的
に
、
そ
れ
ら
各
考
課
者
が
つ
け

た
点
数
が
合
計
さ
れ
て
、
考
課
対
象
者
に
対
し
て
一
つ
の
点
数
が
算
出

（
�
）

さ
れ
ま
す
。」

年
度
考
課
の
満
点
は
一
〇
〇
点
で
あ
り
、
例
え
ば
あ
る
部
門
主
任
が
今
年

の
年
末
奨
励
金
は
四
〇
〇
〇
元
で
、
年
度
考
課
の
点
数
は
九
〇
点
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
部
門
主
任
が
取
得
で
き
る
年
末
奨
励
金
は4

0
0

0

×9
0％
＝

3
6

0
0元

と
な
る
。

し
か
し
、
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
年
度
考
課
の
指
標
に
は
、
定
性
的

な
も
の
が
多
い
。
考
課
者
は
自
分
の
主
観
感
覚
で
考
課
対
象
者
に
点
数
を
付

け
て
い
る
の
で
、
評
価
の
客
観
性
は
非
常
に
乏
し
い
。
ま
た
、
考
課
対
象
者

は
別
々
の
職
場
に
就
い
て
お
り
、
互
い
に
業
務
内
容
が
違
う
た
め
、
互
い
の

考
課
結
果
を
比
較
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
結
果
、
年
度
考
課
の

曖
昧
性
が
増
大
し
た
。

―７１―
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（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
以
降
の
人
事
考
課
制
度
）

二
〇
〇
七
年
一
月
に
、
筆
者
は
も
う
一
度
Ｚ
社
で
調
査
を
行
っ
た
際
に
、

一
番
驚
い
た
こ
と
は
、
以
前
に
あ
っ
た
、
部
門
を
対
象
に
し
た
月
度
考
課
制

度
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
考
課
制
度
は
前
回
の
ま
ま

で
あ
る
。
廃
止
さ
れ
た
月
度
考
課
に
代
わ
る
制
度
は
ま
だ
作
ら
れ
て
い
な
い

の
で
、
こ
こ
で
は
主
に
、
な
ぜ
Ｚ
社
が
以
前
の
月
度
考
課
を
廃
止
し
た
か
に

つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
各
部
門
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
第

一
種
は
定
量
指
標
が
あ
る
部
門
で
あ
り
、
例
え
ば
営
業
部
、
財
務
資
産
部
、

調
達
運
輸
セ
ン
タ
ー
、
加
油
站
管
理
部
と
市
場
開
発
・
工
程
建
設
部
で
あ

る
。
第
二
種
は
定
量
指
標
の
な
い
部
門
で
あ
り
、
例
え
ば
企
業
管
理
部
、
人

的
資
源
部
、
経
理
（
党
委
）
事
務
室
、
審
計
監
察
部
と
儲
運
安
全
部
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
行
政
管
理
部
門
で
あ
る
。
第
一
種
の
部
門
に
お
け
る
月
度
考

課
の
満
点
は
一
一
〇
点
で
あ
る
が
、
第
二
種
の
部
門
の
満
点
は
一
〇
〇
点
で

あ
る
。
な
ぜ
Ｚ
社
は
部
門
を
二
種
類
に
分
け
、
満
点
の
点
数
も
差
別
し
て
い

る
の
か
と
い
う
と
、
第
一
種
の
部
門
は
比
較
的
重
要
で
あ
り
、
会
社
利
益
へ

の
貢
献
が
第
二
種
よ
り
も
大
き
い
か
ら
だ
と
い
う
。
今
回
、
月
度
考
課
が
廃

止
さ
れ
た
原
因
は
こ
の
満
点
の
点
数
差
に
あ
る
。

ま
ず
、
月
度
考
課
制
度
に
は
克
服
で
き
な
い
弱
点
が
あ
る
。

「
各
部
門
に
対
し
て
考
課
を
行
う
の
は
最
も
難
し
い
で
す
。
定
量
化

は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
例
え
ば
利
潤
目
標
の
達
成
状
況
を

見
る
と
、
こ
の
数
字
は
財
務
資
産
部
が
最
終
的
に
財
務
諸
表
に
反
映
し

て
く
れ
ま
す
が
、
各
部
門
の
人
た
ち
の
努
力
が
な
い
と
達
成
で
き
ま
せ

ん
よ
。
販
売
量
だ
け
が
増
え
て
も
達
成
で
き
ま
せ
ん
、
ま
た
、
コ
ス
ト

と
費
用
も
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
個
々
従
業
員
が
み
ん
な
で
努
力
し
て
最

終
的
に
、
こ
の
利
潤
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
目
標
の
達
成
へ
の
貢
献
度
は
部
門
ご
と
に
配
分
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
あ
る
部
門
が
利
潤
額
に
対
し
て
ど
れ
ぐ
ら
い
貢
献
し
た
か

（
�
）

も
わ
か
り
ま
せ
ん
。」

「
下
の
子
会
社
に
対
し
て
、
私
た
ち
が
一
つ
の
利
潤
目
標
を
与
え

て
、
達
成
で
き
た
ら
成
績
が
良
い
、
達
成
で
き
な
か
っ
た
ら
成
績
が
悪

い
と
な
り
ま
す
の
で
、
簡
単
に
考
課
で
き
ま
す
が
、
弊
社
内
部
の
部
門

（
�
）

に
対
し
て
考
課
を
す
る
と
、
そ
れ
は
難
し
く
な
り
ま
す
。」

次
に
、
国
有
企
業
の
風
土
も
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

「
ご
存
知
の
よ
う
に
、
国
有
企
業
の
人
た
ち
は
、
人
情
味
が
非
常
に

濃
厚
で
す
。
互
い
に
評
価
す
る
と
き
は
全
く
厳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
も

ち
ろ
ん
、
評
価
項
目
の
中
に
定
性
の
指
標
が
多
く
、
定
量
化
で
き
な
い

こ
と
も
一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
た
め
、
互
い
の
人
情

味
も
加
味
す
る
と
、
点
数
は
ほ
と
ん
ど
引
か
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は

（
�
）

毎
月
の
考
課
成
績
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。」

以
上
の
よ
う
に
、
部
門
毎
の
貢
献
度
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

と
人
情
味
が
濃
い
こ
と
が
影
響
す
る
た
め
に
、
部
門
に
対
し
て
月
度
考
課
を

実
施
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
は
い
つ
も
満
点
に
近
い
点
数
を
取
る
こ
と

に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
種
部
門
で
あ
る
営
業
部
、
財
務
資
産
部
、
調

達
運
輸
セ
ン
タ
ー
、
加
油
站
管
理
部
と
市
場
開
発
・
工
程
建
設
部
の
平
均
得

点
は
一
〇
五
か
ら
一
一
〇
の
間
と
な
り
、
第
二
種
部
門
で
あ
る
企
業
管
理
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部
、
人
的
資
源
部
、
経
理
（
党
委
）
事
務
室
、
審
計
監
察
部
と
儲
運
安
全
部

の
平
均
得
点
は
九
五
か
ら
一
〇
〇
の
間
と
な
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
業
績
賃

金
を
分
配
す
る
と
、
第
一
種
部
門
の
従
業
員
は
第
二
種
部
門
の
そ
れ
よ
り
も

業
績
給
を
多
く
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
部
門
毎
の
貢
献
度
分
割
で
き
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
部
門
の
労
働
者
の
業
績
給
が
第
一
種
の
そ
れ
よ
り

少
な
い
の
は
お
か
し
い
と
、
第
二
種
部
門
の
従
業
員
か
ら
多
く
の
不
満
が
殺

到
し
た
。
そ
の
た
め
、
Ｚ
社
は
仕
方
な
く
こ
の
月
度
考
課
制
度
を
廃
止
し
た

と
い
う
。「

現
在
、
一
般
従
業
員
に
対
す
る
考
課
制
度
（
部
門
毎
の
考
課
―
筆

者
注
）
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
業
績
給
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と

い
う
と
、
み
ん
な
で
業
績
賃
金
基
準
に
基
づ
い
て
平
等
に
分
け
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
毎
月
、
市
級
子
会
社
た
ち
が
私
た
ち
か
ら
一
つ
の
点
数

を
も
ら
う
の
と
同
様
に
、
弊
社
は
華
東
会
社
か
ら
一
つ
の
点
数
を
も
ら

い
ま
す
。
こ
の
点
数
を
社
内
の
個
々
従
業
員
の
点
数
に
す
る
。
即
ち
従

来
は
部
門
単
位
で
一
つ
の
点
数
を
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
会
社

単
位
で
点
数
を
も
ら
い
ま
す
。
従
業
員
の
み
ん
な
は
同
じ
点
数
を
も
ら

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
業
績
賃
金
基
準
に
こ
の
点
数
を
か
け
る
と
、
各

（
�
）

自
の
業
績
給
と
な
り
ま
す
。」

し
か
し
、
こ
れ
は
「
文
化
大
革
命
」
時
代
の
平
等
主
義
の
よ
う
な
賃
金
分

配
の
や
り
方
で
あ
り
、
決
し
て
良
い
制
度
で
は
な
い
と
、
Ｚ
社
の
経
営
側
は

認
識
し
て
い
る
。
現
在
、
彼
ら
は
新
た
な
人
事
考
課
制
度
を
作
り
上
げ
る
こ

と
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
。

〈
見
習
い
期
間
と
そ
の
給
与
〉

新
入
社
員
は
入
社
す
る
と
、
見
習
い
期
間
が
あ
る
。
Ｚ
社
の
見
習
い
期
間

の
長
さ
は
中
国
の
労
働
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。

「
弊
社
で
は
、
労
働
契
約
の
期
間
の
長
さ
に
よ
っ
て
、
見
習
い
期
間

の
長
さ
が
変
わ
り
ま
す
。
例
え
ば
一
年
間
の
労
働
契
約
だ
と
す
る
と
、

見
習
い
期
間
は
一
ヶ
月
で
す
が
、
三
年
の
労
働
契
約
だ
と
す
る
と
、
見

習
い
期
間
は
三
ヶ
月
で
す
。
こ
の
う
ち
、
三
ヶ
月
は
最
も
長
い
見
習
い

（
�
）

期
間
で
す
。
こ
れ
は
国
家
の
労
働
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。」

筆
者
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
新
入
社
員
の
見
習
い
期
間
の
中
の
給

与
の
決
定
手
続
き
は
非
常
に
単
純
な
も
の
で
あ
り
、
学
歴
に
よ
っ
て
テ
ー
ブ

ル
方
式
の
給
与
制
度
で
賃
金
額

が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
下
記
の

表
３
―
５
は
テ
ー
ブ
ル
方
式
の

給
与
制
度
の
イ
メ
ー
ジ
図
で
あ

る
。表

３
―
５
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
Ｚ
社
で
は
、
見
習
い
期
間

に
あ
る
新
入
社
員
の
給
与
は
他

の
社
員
と
異
な
っ
て
お
り
、
基

本
給
と
業
績
給
の
区
分
が
存
在

せ
ず
、
一
つ
の
金
額
だ
け
で
あ

る
。
見
習
い
期
間
が
終
わ
る

と
、
従
業
員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職

表 3−5 見習い期間の新入社員の給与基準表

見習い期間の新入社員の給与基準表
社名：Z 社 単位：元

給与

1200

1600

2000

注：漓筆者が聞き取り調査によって作成
滷金額は架空のものである。

入社時の学歴

短大卒

大卒

修士卒

―７３―
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位
に
合
っ
た
待
遇
に
対
応
さ
れ
る
。

【「
操
作
人
員
」
の
賃
金
制
度
】

以
上
で
、
Ｚ
社
の
「
管
理
人
員
」
の
賃
金
制
度
を
見
て
き
た
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
Ｚ
社
で
は
、
も
う
一
種
類
の
従
業
員
層
が
お
り
、
例
え
ば
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
の
加
油
員
（
作
業
員
）
や
、
運
輸
チ
ー
ム
の
ド
ラ
イ
バ
ー
な

ど
、
い
わ
ゆ
る
「
操
作
人
員
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

の
加
油
員
を
例
と
し
て
「
操
作
人
員
」
の
賃
金
制
度
を
簡
単
に
見
て
お
こ

う
。第

一
に
、「
加
油
員
」
の
賃
金
水
準
の
決
定
に
つ
い
て
。
聞
き
取
り
調
査

に
よ
る
と
、
Ｚ
社
の
「
加
油
員
」
の
賃
金
水
準
は
主
に
そ
の
地
域
で
の
同
じ

業
種
に
従
事
す
る
労
働
者
の
平
均
賃
金
水
準
を
参
考
に
し
な
が
ら
Ｚ
社
の
状

況
（
与
え
ら
れ
た
賃
金
総
額
）
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
賃
金
の
構
成
を
見
て
み
る
と
、「
加
油
員
」
の
賃
金
は
「
基
本

給
」
と
「
業
績
給
」
の
二
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。「
管
理
人
員
」
の
賃

金
に
あ
っ
た
「
年
功
給
」
は
存
在
し
な
い
。「
基
本
給
」
部
分
の
金
額
は
現

地
政
府
が
決
め
た
最
低
賃
金
水
準
よ
り
や
や
高
く
設
定
さ
れ
、
残
り
の
部
分

は
全
て
「
加
油
員
」
の
業
績
と
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。「
業
績
給
」
は
「
加

油
員
」
の
従
業
時
間
内
で
売
っ
た
油
品
の
量
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
。
仮
に

ガ
ソ
リ
ン
一
ト
ン
を
売
る
と
一
五
元
の
業
績
給
が
も
ら
え
る
と
す
れ
ば
、
一

人
の
加
油
員
が
一
ヶ
月
で
五
〇
ト
ン
を
売
っ
た
と
す
る
と
、
彼
の
業
績
給
は

1
5

×5
0＝

7
5

0
元

と
な
る
。

第
三
に
、
し
か
し
、「
加
油
員
」
は
上
記
の
方
法
で
算
出
さ
れ
る
業
績
給

の
全
額
を
も
ら
え
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
実
際
に
も
ら

え
る
業
績
給
は
、
こ
の
算
出
さ
れ
た
金
額
に
対
し
て
さ
ら
に
「
加
油
員
」
個

人
に
対
す
る
総
合
考
課
成
績
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
比
率
を
か
け
て
算
出
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
上
の
例
で
言
え
ば
、
彼
が
五
〇
ト
ン
の
ガ
ソ
リ
ン

を
売
っ
た
と
し
て
も
、
今
月
の
総
合
考
課
成
績
は
九
八
点
で
あ
れ
ば
、
彼
が

実
際
に
も
ら
え
る
業
績
給
の
金
額
は7

5
0

×9
8％
＝

7
3

5
元

と
な
る
。

第
四
に
、「
加
油
員
」
の
総
合
考
課
は
定
性
的
な
指
標
だ
け
で
成
績
が
付

け
ら
れ
て
い
る
。
定
性
的
な
評
価
の
指
標
と
は
、
具
体
的
に
、
遅
刻
状
況

や
、
早
退
状
況
、
欠
勤
状
況
、
規
律
違
反
状
況
な
ど
を
指
す
。

３
―
４

小
結
（
表
３
―
６
を
参
照
）

以
上
が
Ｚ
社
の
賃
金
制
度
の
全
体
像
で
あ
る
。
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
下

記
の
通
り
で
あ
る
。

漓
企
業
の
賃
金
総
額
は
、
い
ま
だ
に
昔
の
計
画
経
済
期
の
分
配
モ
デ
ル
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
調
査
対
象
企
業
の
場
合
、
Ｓ
集
団
会
社
と
政
府

に
よ
っ
て
、「
賃
金
総
額
と
企
業
生
産
経
営
業
績
と
を
リ
ン
ク
す
る
制
度
」

の
導
入
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
Ｓ
集
団
会
社
の
内
部
各
社
の
賃
金
総
額
の

決
定
は
、
相
変
わ
ら
ず
各
会
社
・
機
構
の
従
業
員
数
、
各
地
域
の
生
活
水
準

や
賃
金
水
準
な
ど
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
各
社
の
経
営
業
績
と
は
ほ

と
ん
ど
関
係
な
い
。

滷
「
管
理
人
員
」
の
賃
金
は
主
に
「
基
本
給
」
と
「
業
績
給
」
と
の
二
つ

の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
、
基
本
給
の
中
の
「
崗
位
給
」
は
従
業
員
が
就
い
て

い
る
職
位
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。「
崗
位
給
」
は
一
つ
の
崗
級
ご
と
に
い

現
代
中
国
国
有
企
業
の
雇
用
管
理

―７４―



く
つ
か
の
級
を
設
け
て
い
る
。
崗
級
内
の
級
を
の
ぼ

り
つ
め
て
し
ま
う
と
、
従
業
員
の
職
位
が
上
の
崗
級

に
上
が
ら
な
い
限
り
、「
崗
位
給
」
の
賃
金
水
準
は

そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
「
崗
位

給
」
の
決
ま
り
方
に
注
目
す
れ
ば
、
Ｚ
社
「
管
理
人

員
」
の
賃
金
制
度
の
性
格
は
、
仕
事
基
準
の
「
職
位

給
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
助
理
主
�
」

か
ら
「
主
�
」
ま
で
年
功
的
に
運
用
さ
れ
て
お
り
、

「
主
�
」
か
ら
「
主
管
」
ま
で
も
日
本
の
職
能
資
格

賃
金
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
。

澆
「
操
作
人
員
」
の
仕
事
は
単
純
労
働
で
あ
る
た

め
、
適
用
さ
れ
る
賃
金
制
度
も
非
常
に
簡
単
な
も
の

で
あ
り
、「
基
本
給
」＋「
業
績
給
」
で
あ
る
。「
業
績

給
」
は
、
昔
に
よ
く
言
わ
れ
て
い
た
「
計
件
工
資
」

の
こ
と
で
あ
る
。

潺
人
事
考
課
制
度
は
Ｚ
社
の
経
営
側
と
人
事
部
門

が
直
面
し
て
い
る
最
も
難
し
い
問
題
の
一
つ
で
あ

る
。
如
何
に
し
て
公
正
、
公
平
に
従
業
員
の
労
働
を

評
価
し
、
労
働
者
の
労
働
意
欲
を
引
き
出
す
人
事
考

課
制
度
を
作
り
上
げ
る
か
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て

模
索
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表 3−6 Z 社従業員別の賃金制度・人事考課制度一覧表

Z 社従業員別の賃金制度・人事考課制度一覧表

見習い期

なし

定額給

会社が決
めた賃金
額。

学歴給

なし

なし

なし

なし

注：筆者が聞き取り調査によって作成

契約社員

なし

契約賃金

契約時、
双方の合
意を達し
た上で決
定された
賃金額。

契約賃金

なし

なし

なし

なし

操作人員

なし

崗位給＋
業績給

基本給は
従事する
仕事で決
められ
る。

仕事基準
の職務給
（？）

個人

個人

個人

個人

管 理 人 員

助理主�

なし

崗位給＋年功給（＋留保手当）＋業績給

＊崗級の中では年功的
に運用する。
＊最後の級になると、
上位の崗級に上らない
限り、基本給はそこで
止まってしまう。
＊「主管」には人数の
制限がある。
＊「助理主�」は年功
で「主�」になる。

職能資格賃金
「主管」に人数制限があ
るので、「主�」の最
後の級で賃金が止まっ
てしまう可能性があり

なし

部門

なし

会社

主�

なし

なし

部門

なし

会社

主管

なし

なし

部門

なし

会社

管理職

「系統内職工」が対象者

＊一つの崗級の中
では年功的に運用
する。
＊一つの崗級の最
後の級になると、
上の崗級に上らな
い限り、基本給は
そこで止まってし
まう。
＊能上能下、易崗
易薪。

仕事基準の職位給

個人

部門

個人

会社

経営トップ

年俸賃金

契約時、
年間の賃
金額を決
定する。

年俸制

個人

なし

個人

なし

区 分

留保手当

賃金構成

特徴

性格

年度考課

月度考課

年度考課

月度考課

賃
金
制
度

二
〇
〇
六

年
考
課

二
〇
〇
七

年
考
課

―７５―
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第
四
章

Ｚ
社
の
労
使
関
係

小
論
の
第
三
章
で
、
Ｚ
社
の
賃
金
制
度
を
全
般
的
に
見
て
き
た
。
第
四
章

（
�
）

で
は
、
主
に
「
組
織
状
況
」、「
工
会
資
金
」
及
び
「
維
権
現
状
」
の
三
つ
の

側
面
か
ら
、
Ｚ
社
の
労
使
関
係
の
現
状
を
見
て
み
た
い
。

ま
ず
、
Ｚ
社
の
「
労
働
組
合
」
の
組
織
状
況
を
見
て
み
よ
う
。

中
国
の
労
使
関
係
と
い
え
ば
、
必
ず
企
業
の
「
工
会
」、
い
わ
ゆ
る
中
国

の
労
働
組
合
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
ぶ
。
Ｚ
社
は
大
手
国
有
企
業
の
支
社
で
あ

る
た
め
、
当
然
に
工
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
、
国
有
企
業

改
革
が
進
み
、
Ｓ
集
団
会
社
も
含
め
、
多
く
の
国
有
企
業
は
株
式
会
社
を
設

立
、
あ
る
い
は
株
式
化
へ
転
換
し
た
が
、
企
業
内
に
工
会
を
設
置
す
る
こ
と

は
法
律
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
章
の
表
２
―
１

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
工
会
は
党
委
員
会
の
下
に
置
か
れ
、
工
会
が
共
産
党

の
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

「
弊
社
、
市
級
子
会
社
も
含
め
て
、
現
時
点
で
二
、
七
九
八
名
の
従

業
員
は
全
て
工
会
に
加
入
し
て
い
ま
す
。
工
会
へ
の
加
入
は
メ
リ
ッ
ト

ば
か
り
で
す
。
デ
メ
リ
ッ
ト
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
党
委
書
記
、

各
支
部
の
書
記
、
及
び
総
経
理
を
含
め
、
全
員
が
工
会
に
入
っ
て
い
ま

（
�
）

す
。」

こ
の
話
か
ら
、
我
々
は
Ｚ
社
の
組
織
率
の
現
状
が
伺
え
る
。
そ
れ
は
、
企

業
の
最
高
責
任
者
か
ら
一
般
の
平
社
員
ま
で
、
前
述
し
た
「
外
聘
職
工
」
を

除
い
て
、
全
て
の
従
業
員
は
工
会
員
で
あ
り
、
組
織
率
が
一
〇
〇
％
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
話
で
い
う
「
メ
リ
ッ
ト
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
工
会

の
日
常
業
務
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
話
が
あ
っ
た
。

「
私
た
ち
は
主
に
社
会
福
祉
以
外
の
従
業
員
福
利
の
業
務
を
行
っ
て

い
ま
す
。
具
体
的
に
言
う
と
、
弊
社
の
従
業
員
に
対
し
て
、
政
府
の
社

会
福
祉
以
外
の
、
わ
が
社
だ
け
の
福
利
厚
生
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
定
年
退
職
し
た
元
従
業
員
へ
の
慰
問
、
生
活
で
苦
し
ん
で
い
る

従
業
員
へ
の
支
援
、
な
ど
で
す
。
私
た
ち
の
文
化
娯
楽
活
動
も
多
く

て
、
例
え
ば
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会
や
、
サ
ッ
カ
ー
大
会
、
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
大
会
、
そ
し
て
卓
球
大
会
、
水
泳
大
会
な
ど
、
こ
れ
ら
の
活
動

は
全
て
工
会
と
共
青
団
と
一
緒
に
な
っ
て
開
催
し
て
い
ま
す
。
共
青
団

は
資
金
を
あ
ま
り
持
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
工
会
が
資
金
を
出
し
て
、

（
�
）

共
青
団
は
具
体
的
な
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。」

こ
の
話
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
工
会
の
主
な
業
務
は
当
社
の
従
業

員
や
元
従
業
員
に
対
し
て
福
利
厚
生
の
支
援
や
、
従
業
員
職
場
生
活
の
多
様

化
（
娯
楽
活
動
―
筆
者
注
）
な
ど
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
話
の
中
で

出
て
き
た
「
メ
リ
ッ
ト
」
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
業
務

を
実
現
す
る
に
は
、
多
く
の
資
金
が
必
要
と
な
る
。
Ｚ
社
の
工
会
は
如
何
に

こ
の
多
額
の
資
金
を
調
達
し
て
い
る
の
か
。

次
に
、
Ｚ
社
の
工
会
資
金
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

「
中
国
工
会
の
資
金
は
主
に
二
つ
の
ル
ー
ト
か
ら
調
達
さ
れ
ま
す
。

一
つ
は
工
会
費
で
す
。
こ
れ
は
個
々
従
業
員
が
毎
月
に
支
払
っ
て
い
る

工
会
会
費
で
す
が
、
金
額
は
非
常
に
少
な
い
で
す
。
も
う
一
つ
は
企
業

の
経
営
側
が
毎
月
に
支
給
し
て
く
れ
る
お
金
で
す
。
こ
れ
は
企
業
賃
金

総
額
の
二
％
と
な
り
ま
す
。
金
額
は
か
な
り
大
き
い
で
す
。
…
こ
の
二

現
代
中
国
国
有
企
業
の
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つ
の
ル
ー
ト
か
ら
集
め
た
お
金
の
四
〇
％
は
上
級
会
社
の
工
会
に
上
納

（
�
）

さ
れ
、
残
り
の
六
〇
％
は
私
た
ち
が
自
分
で
使
い
ま
す
。」

以
上
の
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
工
会
が
使
用
で
き
る
資
金
は
下
記
の
算
式
で
表

す
こ
と
が
で
き
る
。

企
業
工
会
が
使
用
で
き
る
資
金
額＝

企
業
工
会
収
入
―
上
納
金
額

＝

（
工
会
会
費
＋
企
業
側
が
出
し
て
く
れ
た
資
金
）
―
上
納
金
額

＝

（
工
会
会
費
＋
企
業
賃
金
総
額
×
二
％
）
―
（
工
会
会
費
＋
企
業

賃
金
総
額
×
二
％
）×
四
〇
％

小
論
の
第
三
章
で
簡
単
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
事
務
手
続
き
の
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
に
、
Ｚ
社
の
工
会
会
費
の
徴
収
は
全
員
一
律
で
、
各
人
の
月
給

か
ら
六
元
を
支
払
う
こ
と
を
会
社
範
囲
で
統
一
し
た
。

「
見
た
ら
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
工
会
の
資
金
の
ほ
と
ん

ど
は
企
業
側
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
企
業
か
ら
こ
れ
だ
け
の
お
金

を
も
ら
う
代
わ
り
に
、
労
働
問
題
を
処
理
す
る
と
き
に
は
や
っ
ぱ
り
企

業
側
の
利
益
を
考
え
て
あ
げ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
人
の
お
金
を
使

（
�
）

っ
て
い
ま
す
か
ら
、
仕
方
な
い
で
す
よ
。」

こ
の
話
の
内
容
か
ら
、
Ｚ
社
の
工
会
が
労
働
問
題
を
処
理
す
る
際
に
難
し

い
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
そ
の
原
因
は
よ
く
分
か
る
だ
ろ
う
。
実

際
に
、
企
業
工
会
は
難
し
い
立
場
に
立
た
せ
て
い
る
原
因
は
資
金
の
問
題
だ

け
で
は
な
い
。
以
下
で
は
、
Ｚ
社
工
会
の
「
維
権
状
況
」
を
見
な
が
ら
そ
の

他
の
原
因
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
よ
う
。

中
国
総
工
会
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
か
ら
、
労

働
者
の
合
法
的
な
利
益
を
守
る
た
め
に
、
中
華
全
国
総
工
会
は
全
国
範
囲
に

「
集
団
契
約
」
を
導
入
し
始
め
、
当
時
の
工
会
活
動
の
中
に
最
も
重
要
な
出

来
事
で
あ
っ
た
。
導
入
当
初
は
難
航
し
た
が
、
中
国
政
府
の
支
持
を
得
て
か

（
�
）

ら
す
ぐ
に
全
国
で
展
開
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る

と
、
Ｚ
社
に
は
「
集
団
契
約
」
が
存
在
し
な
い
。

「
弊
社
に
は
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
例
え
ば
農
民
工
、
出
稼
ぎ
労
働
者
た
ち
な
ど
、
彼
ら
は

専
門
知
識
も
な
い
し
、
法
律
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
私
営
企

業
に
雇
わ
れ
、
労
働
問
題
が
起
こ
っ
た
場
合
、
彼
ら
は
個
人
で
対
応
で

き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
彼
ら
に
は
こ
の
『
集
団
契
約
』
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
こ
の
契
約
は
彼
ら
の
利
益
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、
弊
社

の
よ
う
な
一
般
企
業
で
は
、
雇
っ
て
い
る
従
業
員
た
ち
は
か
な
り
教
育

水
準
が
高
く
、
知
識
も
十
分
あ
る
の
で
、
工
会
が
わ
ざ
わ
ざ
『
集
団
契

（
�
）

約
』
を
導
入
し
て
彼
ら
の
利
益
を
守
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

よ
く
考
え
る
と
、
確
か
に
言
わ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
現
在
中
国
で
は
、

「
集
団
契
約
」
が
「
専
門
知
識
も
な
い
し
、
法
律
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
」

農
民
工
、
出
稼
ぎ
労
働
者
た
ち
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
が
、「
教
育
水
準
が

高
く
、
知
識
も
十
分
あ
る
」
労
働
者
に
と
っ
て
必
要
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
話
か
ら
も
、
導
入
し
始
め
て
か
ら
二
〇
年
間
以
上
も
経

っ
た
「
集
団
契
約
」
制
度
実
際
の
導
入
状
況
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

（
�
）

と
こ
ろ
で
、
中
国
の
『
企
業
工
会
工
作
条
例
（
試
行
）』
の
第
二
章
第
十

三
条
に
よ
れ
ば
、
企
業
工
会
の
専
従
役
員
の
人
数
は
企
業
従
業
員
人
数
の
三

‰
以
上
設
置
す
る
こ
と
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｚ
社
に
は
工
会
の
専
従
人

―７７―
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員
は
一
人
も
い
な
い
。
Ｚ
社
の
工
会
出
席
は
同
時
に
経
理
・
党
委
事
務
室
の

副
主
任
に
勤
め
て
い
る
。
彼
の
話
に
よ
る
と
、
会
社
の
経
営
者
会
議
に
出
席

す
る
際
に
、
ど
ち
ら
の
身
分
で
出
席
し
て
い
る
の
か
は
、
彼
自
身
も
よ
く
分

か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
中
国
国
有
企
業
の
経
営
者
は
労
働
問
題
や

労
働
者
利
益
な
ど
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
場
合
、
企
業
の
経
営

利
益
を
損
な
わ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
労
働
条
件
の
改
善
や
、
従
業
員

福
利
の
追
求
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
東
方
特
有
な
温
情
主
義
と
国
有
企
業

の
経
営
ト
ッ
プ
の
伝
統
的
な
経
営
慣
行
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
Ｚ
社
は
企
業
の
成
長
段
階
に
あ
り
、
会
社
の
業
績
も
か
な
り
良
く

て
、
あ
る
程
度
従
業
員
の
収
入
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
、
会

社
が
設
立
し
た
以
来
、
特
に
近
年
、
Ｚ
社
の
経
営
は
徐
々
に
安
定
し
つ
つ
あ

り
、
発
生
し
た
労
働
争
議
の
件
数
は
非
常
に
少
な
い
と
い
う
。

し
か
し
、
労
働
争
議
が
起
こ
っ
た
場
合
、
Ｚ
社
の
工
会
は
如
何
に
対
応
し

て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｚ
社
の
工
会
主
席
は
下
記
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

「
労
働
者
の
権
利
を
守
る
こ
と
は
、
実
は
非
常
に
難
し
い
で
す
。
そ

の
原
因
の
一
つ
は
労
働
者
自
身
に
あ
り
ま
す
。
労
働
者
は
法
律
意
識
を

あ
ま
り
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
仮
に
彼
の
合
法
的
な
利
益
が
侵
害
さ
れ

て
、
裁
判
所
に
訴
え
た
と
す
れ
ば
、
絶
対
に
勝
ち
ま
す
。
し
か
し
、
多

く
の
場
合
、
彼
は
訴
え
な
い
で
す
ね
。
こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
原
因
い
ろ

い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
主
な
原
因
は
や
っ
ぱ
り
彼
ら
が
法
律
意
識

を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
裁
判
に
訴
え
な
い
こ
と
は
自
分
の
権
利

（
�
）

を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
仕
方
な
い
で
す
。」

「
工
会
の
仕
事
、
工
会
出
席
の
仕
事
は
か
な
り
難
し
い
で
す
。
労
働

者
の
権
利
を
守
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
が
、
守
る
た
め
に
経
営
側
と
対

立
す
る
と
、『
君
、
明
日
か
ら
来
な
く
て
も
い
い
よ
、
ク
ビ
だ
！
』
ま

た
は
『
君
は
工
会
主
席
の
職
位
に
相
応
し
く
な
い
ね
、
明
日
か
ら
平
社

（
�
）

員
に
な
っ
て
も
ら
う
ね
』
と
言
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
よ
。」

「『
工
会
法
』
の
中
に
『
労
働
者
の
正
当
権
益
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
』
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
『
正
当
権
益
』
の
『
正
当
』

と
は
ど
う
や
っ
て
理
解
す
べ
き
な
の
か
？
こ
の
点
が
非
常
に
曖
昧
で

す
。
分
か
り
ま
せ
ん
よ
。
中
国
の
法
律
の
多
く
は
合
理
性
が
あ
り
ま
す

が
、
実
行
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
行
性
が
な
い
と
、
そ
れ
は
存
在
し
な

（
�
）

い
こ
と
と
同
じ
で
す
。」

以
上
の
よ
う
に
、
Ｚ
社
の
工
会
と
労
使
関
係
の
現
状
に
つ
い
て
見
て
き

た
。
ま
と
め
る
と
、
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

漓
中
国
の
工
会
は
難
し
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

滷
中
国
の
工
会
は
本
来
的
意
味
で
の
労
働
組
合
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

工
会
は
労
働
者
の
利
益
を
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
主
に
中
国
共
産
党
と

中
国
政
府
の
利
益
を
代
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

澆
労
働
者
の
合
法
的
な
権
利
・
利
益
を
守
り
た
く
て
も
、
工
会
は
経
営
側

と
対
等
の
立
場
に
立
っ
て
い
な
い
の
で
、
実
現
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

潺
中
国
の
法
律
上
の
重
要
な
概
念
の
意
味
が
曖
昧
で
、
実
行
性
が
な
い
た

め
、
工
会
の
「
維
権
」
は
正
常
に
機
能
で
き
な
い
。

潸
多
く
の
労
働
者
の
法
律
意
識
が
薄
く
、
法
律
で
自
分
の
身
を
守
る
こ
と

現
代
中
国
国
有
企
業
の
雇
用
管
理

―７８―



が
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
現
状
で
あ
る
。

第
五
章

お
わ
り
に

以
上
で
、
我
々
は
大
手
国
有
企
業
Ｓ
集
団
会
社
の
省
級
支
社
で
あ
る
Ｚ
社

の
事
例
を
見
て
き
た
。
企
業
経
営
、
賃
金
制
度
と
労
使
関
係
、
こ
の
三
つ
の

方
面
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
、
現
在
中
国
国
有
企
業
改
革
に
お
け
る
一
種
の

現
状
と
問
題
点
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
中
国
の
国
有
企
業

は
多
く
あ
り
、
業
種
や
企
業
に
よ
っ
て
経
営
事
情
が
違
っ
て
く
る
可
能
性
が

大
き
い
た
め
、
Ｚ
社
の
事
例
だ
け
で
全
体
像
を
描
く
の
は
難
し
い
。
だ
が
、

Ｚ
社
は
最
も
大
き
な
国
有
企
業
に
属
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
は
中
国
政
府
に

（
�
）

と
っ
て
最
も
重
要
な
産
業
で
あ
る
た
め
、「
大
を
抓
み
、
小
を
放
つ
」（
抓
大

放
小
）
の
中
国
国
有
企
業
改
革
の
中
で
、
Ｚ
社
と
そ
の
集
団
企
業
の
改
革
は

中
国
政
府
が
最
も
重
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、

こ
の
研
究
の
意
義
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
改
革
は
非
常
に
複
雑
で
、
困
難
で
あ
る
。
特
に
国
有
企
業
の
改
革

は
、
中
国
の
政
治
、
経
済
、
社
会
安
定
な
ど
、
中
国
の
全
般
的
な
事
柄
と
深

く
関
係
し
て
い
る
。
慎
重
に
改
革
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
中
国
社
会
全
般
が
崩

れ
る
可
能
性
が
大
き
い
。
そ
れ
故
、
中
央
政
府
は
少
し
ず
つ
改
革
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
態
度
も
曖
昧
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
政
府
の

曖
昧
な
態
度
が
、
直
接
に
下
級
の
各
級
地
方
政
府
、
機
関
及
び
企
業
の
組
織

運
営
に
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

中
国
の
国
有
企
業
改
革
や
、
中
国
の
社
会
主
義
建
設
は
見
本
に
な
る
前
例

が
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
遠
回
り
し
な
が
ら
長
い
間
模
索
し
て
き
た
が
、
今

後
も
継
続
的
に
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
筆
者
が
二
〇
〇
六
年
の
夏
か
ら
二
〇
〇
七
年
春
に
か
け
て
中
国
の
大
手

国
有
企
業
で
二
回
の
現
地
調
査
を
行
い
、
収
集
し
た
資
料
と
デ
ー
タ
を
整
理
し
て
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
に
あ
た
っ
て
、
Ｚ
社
の
党
委
書
記
、
総
経
理
及
び
各
部

門
の
主
任
や
、
副
主
任
、
工
会
主
席
な
ど
の
方
々
の
親
切
な
ご
協
力
を
頂
い
た
。
論

文
作
成
に
あ
た
っ
て
、
指
導
教
授
石
田
光
男
先
生
、
冨
田
安
信
先
生
と
同
志
社
大
学

大
学
院
社
会
学
研
究
科
の
斉
藤
毅
様
か
ら
懇
切
な
ご
指
導
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し

て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

注（
１
）
国
家
、
政
府
が
経
営
す
る
企
業
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
、
中
国
の

経
済
体
制
改
革
の
進
展
と
共
に
、
国
は
企
業
経
営
者
に
多
く
の
経
営
自
主
権

を
与
え
、
昔
の
「
国
営
企
業
」
に
対
し
て
、
所
有
権
だ
け
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
。
一
九
九
三
年
以
降
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
名
称
も
「
国
有
企
業
」
を
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

（
２
）
「
両
権
分
離
」
と
は
企
業
の
所
有
権
と
経
営
権
を
分
離
さ
せ
、
企
業
の
所
有

権
は
国
家
に
属
し
、
企
業
の
経
営
権
は
企
業
に
与
え
る
こ
と
を
指
す
。
こ
の

こ
と
に
あ
っ
て
、
政
府
が
企
業
を
直
接
に
経
営
す
る
と
い
う
体
制
が
崩
れ
、

企
業
は
相
対
的
に
政
府
か
ら
独
立
し
、
自
主
経
営
を
行
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
分
開
」
と
は
分
離
の
こ
と
を
指
す
。

（
３
）
中
国
の
行
政
地
域
単
位
で
あ
り
、
日
本
の
「
県
」
と
相
当
す
る
。

（
４
）
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
こ
と
を
指
す
。

（
５
）
子
会
社
の
他
の
ポ
ス
ト
、
従
業
員
は
各
子
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
雇
用
・

採
用
を
行
う
。

（
６
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
（
人
的
資
源
部
主
任

二
〇
〇
六
年
八
月
二
四
日
）
よ
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り
。

（
７
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
８
）
下
に
下
ろ
す
こ
と
。

（
９
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
１０
）
過
失
を
人
事
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
。

（
１１
）
重
大
過
失
を
人
事
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
。

（
１２
）
籍
を
保
留
し
て
様
子
を
見
る
。

（
１３
）
籍
を
除
去
す
る
。

（
１４
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
１５
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
１６
）
競
争
で
他
人
（
候
補
者
）
を
勝
っ
て
ポ
ス
ト
に
就
く
。

（
１７
）
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
現
場
労
働
者
を
指
す
。

（
１８
）
『
Ｚ
社
競
聘
上
崗
的
実
施
方
法
』
に
よ
り
。

（
１９
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
２０
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
（
企
業
管
理
部
主
管

二
〇
〇
七
年
一
月
一
二
日
）
よ

り
。

（
２１
）
注
（
２０
）
に
同
じ
。

（
２２
）
注
（
２０
）
に
同
じ
。

（
２３
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
（
市
場
開
発
部
主
任

二
〇
〇
六
年
八
月
二
五
日
）
よ

り
。

（
２４
）
注
（
２３
）
に
同
じ
。

（
２５
）
注
（
２３
）
に
同
じ
。

（
２６
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
２７
）
注
（
２０
）
に
同
じ
。

（
２８
）
注
（
２０
）
に
同
じ
。

（
２９
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３０
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３１
）
主
に
共
産
党
幹
部
の
講
話
や
『
中
国
共
産
党
章
程
』
の
勉
強
、
党
員
及
び
予

備
党
員
の
思
想
報
告
な
ど
を
内
容
と
す
る
。

（
３２
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３３
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３４
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３５
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３６
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３７
）
Ｍ
省
の
二
〇
〇
六
年
平
均
賃
金
水
準
は
二
七
五
六
七
元
で
あ
っ
た
。

（http
://w

w
w

.3653
h

.com
/C

lub
/InfoV

iew
.asp

?
C

ID＝

＆T
ypeID

＝

＆ID

＝
175590

）

（
３８
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
３９
）
持
ち
場
の
職
位
（
主
�
や
、
主
管
、
副
主
任
、
主
任
な
ど
）
を
指
す
。

（
４０
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
４１
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
４２
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
４３
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
（
人
的
資
源
部
主
管

二
〇
〇
七
年
一
月
一
二
日
）
よ

り
。

（
４４
）
注
（
４３
）
に
同
じ
。

（
４５
）
注
（
４３
）
に
同
じ
。

（
４６
）
上
位
へ
の
昇
格
も
で
き
、
下
位
へ
の
降
格
も
で
き
る
。
担
当
す
る
崗
位
が
変

わ
れ
ば
賃
金
も
変
わ
る
。

（
４７
）
注
（
４３
）
に
同
じ
。

（
４８
）
商
品
の
保
管
と
運
輸
。

（
４９
）
年
末
に
分
配
さ
れ
る
奨
励
金
の
こ
と
で
あ
る
。Z

社
で
は
、
毎
年
の
賃
金
総

額
は
決
ま
っ
て
お
り
、
従
業
員
の
賃
金
は
こ
の
総
額
の
範
囲
で
分
配
さ
れ
る

が
、
最
後
に
余
っ
た
分
は
年
末
奨
励
金
と
し
て
分
配
さ
れ
る
。
余
ら
な
い
場

合
に
は
分
配
が
な
く
、
余
っ
た
が
金
額
が
す
く
な
い
場
合
は
、
当
年
に
分
配
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せ
ず
に
、
来
年
の
余
り
と
合
わ
せ
て
分
配
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
年
末
奨
励

金
の
基
準
は
そ
の
余
っ
た
賃
金
額
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
分
配
基
準
に

つ
い
て
の
具
体
的
な
規
定
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。
分
配
す
る
際
、
業
績
給

の
各
級
の
間
の
係
数
を
参
照
し
な
が
ら
逆
算
の
方
法
で
年
末
奨
励
金
の
分
配

基
準
金
額
を
決
定
す
る
。
年
度
考
課
の
対
象
者
は
年
度
考
課
の
成
績
に
よ
っ

て
分
配
さ
れ
、
年
度
考
課
の
対
象
者
で
な
い
従
業
員
は
年
末
最
後
の
月
度
考

課
の
成
績
に
よ
っ
て
年
末
奨
励
金
が
分
配
さ
れ
る
。

（
５０
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
５１
）
注
（
２０
）
に
同
じ
。

（
５２
）
注
（
２０
）
に
同
じ
。

（
５３
）
注
（
４３
）
に
同
じ
。

（
５４
）
注
（
４３
）
に
同
じ
。

（
５５
）
注
（
４３
）
に
同
じ
。

（
５６
）
労
働
者
の
権
利
を
守
る
こ
と
。

（
５７
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
（
工
会
主
席

二
〇
〇
六
年
八
月
二
五
日
）
よ
り
。

（
５８
）
注
（
５７
）
に
同
じ
。

（
５９
）
注
（
５７
）
に
同
じ
。

（
６０
）
注
（
５７
）
に
同
じ
。

（
６１
）
筆
者
の
「
改
革
開
放
期
の
中
国
に
お
け
る
労
使
関
係
の
展
開
」
二
〇
〇
六

『
評
論
・
社
会
科
学
』N

o.
81

pp.
91−

127

を
参
照
。

（
６２
）
注
（
５７
）
に
同
じ
。

（
６３
）
二
〇
〇
六
年
七
月
六
日
、
中
華
全
国
総
工
会
の
第
十
四
回
実
行
委
員
会
第
九

次
出
席
団
全
体
会
議
で
審
議
、
同
意
さ
れ
た
。

（
６４
）
注
（
５７
）
に
同
じ
。

（
６５
）
注
（
５７
）
に
同
じ
。

（
６６
）
注
（
５７
）
に
同
じ
。

（
６７
）
一
九
九
五
年
九
月
、
中
国
共
産
党
の
第
十
四
期
五
中
全
会
は
、「
現
代
企
業

制
度
」
の
導
入
が
大
中
型
国
有
企
業
を
重
視
し
、
小
型
国
有
企
業
は
自
由
に

発
展
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
「
大
を
抓
み
、
小
を
放
つ
」（
抓
大
放
小
）
方
針

を
制
定
し
た
。
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Employment Management

in Modern Chinese State-owned Companies
──A research on the reform in a large Chinese State-owned company──

Shaojie Dou

It is well-known that China has endeavored to economic development after the
culture revolution. Under the economic reform and open-door policy initiated by
Deng Xiao Ping, China has seen its economy develop rapidly. The reform programs
have also revived the Chinese state-owned companies and brought fruitful results for
the economy. However, the rapid economicdevelopment has also widened the gap
between the rich and the poor and caused increasing concerns over environmental is-
sues.

In order to solve these problems, one must have a good understanding of the
problems. To observe the real scenes of the reform, the author have spent one year
and carried out a detailed study in a provincial level branch of a large-sized Chinese
state-owned enterprise（SOE）in China.

The result of the study indicates that Chinese state-owned companies have been
going through a challenging reform program. This is a long-term course ; any im-
proper policy may induce the total failure ofthe reform. Hence, the state-owned en-
terprises must be prepared to go through the long reform journey very prudently.
Moreover, there is not a ready-to-use template or reform program ; the Chinese
state-owned companies are expected to show their utmost fortitude to discover and
identify every correct new step to be taken as the reform progresses.

【インタビューリスト】

調査項目

教育訓練、社内応募制度、仕事管
理、各種会議、賃金制度、人事考課

経営管理、教育訓練、賃金制度

市場開発、ガソリンスタンド建設

労使関係、工会現状

賃金制度、人事考課、

人事考課、仕事管理、企業管理

賃金制度、教育訓練

調査対象者

人的資源部主任

人的資源部主任
財務資産部主管

市場開発部主任

工会主席

人的資源部主管

企業管理部主管

人的資源部主任

日 時

2006. 8. 24 9：30～12：00

2006. 8. 24 12：20～13：30

2006. 8. 25 10：40～11：20

2006. 8. 25 15：30～17：00

2007. 1. 12 13：20～15：00

2007. 1. 12 15：10～16：30

2007. 1. 14 15：30～17：00
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